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平成３０年陸別町議会３月定例会会議録（第１号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成30年３月７日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 散会 平成30年３月７日 午後３時17分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ８人 １ 中 村 佳 代 子 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 ０人 ２ 久 保 広 幸 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 本 田 学 ○

▲ 欠席を示す ５ 山 本 厚 一 ○

× 不応招を示す ６ 渡 辺 三 義 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 谷 郁 司 ○

会議録署名議員 中 村 佳 代 子 久 保 広 幸

職務のため議場に 事務局長 主任主査
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 野 尻 秀 隆 教 育 長 野 下 純 一

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 総 務 課 長 早 坂 政 志

出席した者の職氏名 町 民 課 長 芳 賀 均 産業振興課長 副 島 俊 樹

建 設 課 長 高 橋 豊 保健福祉センター次長 丹 野 景 広

国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 ) 総 務 課 主 幹 瀧 澤 徹

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育長の委任を 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

陸別町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例の一
３ 議 案 第 １ 号

部を改正する条例

４ 議 案 第 ２ 号 陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

５ 議 案 第 ３ 号 平成２９年度陸別町一般会計補正予算（第７号）

平成２９年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
６ 議 案 第 ４ 号

（第３号）

平成２９年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
７ 議 案 第 ５ 号

補正予算（第４号）

平成２９年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３
８ 議 案 第 ６ 号

号）

平成２９年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４
９ 議 案 第 ７ 号

号）

平成２９年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第
10 議 案 第 ８ 号

４号）

平成２９年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
11 議 案 第 ９ 号

号）

12 平成３０年度町政執行方針・平成３０年度教育行政執行方針

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開会 午前１０時００分

○事務局長（吉田 功君） 御起立願います。

おはようございます。

町民憲章を斉唱いたします。

一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。

一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を育

てましょう。

一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。

一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。

一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。

御着席ください。

────────────────────────────────────

◎開会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） ただいまから、平成３０年陸別町議会３月定例会を開会します。

阿部会計管理者より、今定例会は欠席となる見込みとの報告がありました。

────────────────────────────────────

◎表彰状の伝達

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 会議に先立ち、全国町村議会議長会からの表彰状の伝達を行いま

す。

事務局長より、表彰を受けられた議員を紹介します。

○事務局長（吉田 功君） このたびの表彰は、２月８日に開催されました全国町村議会

議長会定例総会におきまして、全国町村議会議長会表彰規程に基づき、自治功労者表彰を

受けられたものであります。

それでは、表彰を受けられました議員を紹介いたします。

町村議会議員として１５年以上議員の職にあられた宮川議長、村松前議員、河瀬前議員

の３名の方が受賞されました。受賞されました３名の方のうち、宮川議長が議場におられ

ますので、伝達していただくために、宮川議長、本田副議長は演壇の前にお進み願いま

す。

宮川議長に対し、本田副議長から伝達をお願いいたします。

○副議長（本田 学君） 表彰状。

北海道陸別町、宮川寛殿。

あなたは、町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与された、その功績は

まことに顕著であります。よって、ここにこれを表彰いたします。
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平成３０年２月８日。

全国町村議会議長会、会長櫻井正人。代読。

おめでとうございます。（拍手）

○事務局長（吉田 功君） 以上で、表彰状の伝達を終わらせていただきます。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますが、町長より、地

方自治法第１８０条第１項第２号の規定により、専決処分の報告について１件が提出され

ております。

────────────────────────────────────

◎町長行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 町長から行政報告の申し出があります。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 １２月定例会以降、本日までの行政報告を申し上げたい

と思いますが、先ほど自治功労者表彰を受けられました宮川議長ほか、河瀬元議員、村松

元議員におかれましては、まことにおめでとうございました。お祝いを申し上げたいと思

います。

行政報告です。お手元にお配りしている書面のとおりでございますので、お目通しをし

ていただきたいと思います。

なお、お手元に配付しております事業、業務、工事等の発注一覧につきましては、後ほ

どごらんいただきたいと思います

以上で行政報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎教育関係行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 次に、教育長から教育関係行政報告の申し出があります。

野下教育長。

○教育長（野下純一君）〔登壇〕 １２月定例会以降、本日までの主な教育関係の行政報

告を申し上げます。

私のほうから、教育委員会を代表いたしまして、先ほど受賞されました宮川議長様、そ

れから村松元町議、それから河瀬元町議の三名の方にお喜びを申し上げますとともに、こ

れからも健康でますます御活躍されることをお祈り申し上げます。

それでは報告いたします。
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１月３日、平成３０年陸別町成人式をタウンホールで挙行いたしました。対象者３８名

のうち１９名が出席いたしました。初めに式辞を述べた後、野尻町長と宮川議長から心の

こもったお祝いの言葉をいただきました。成人者を代表して板花哉夢さんが「他人のため

にエネルギーを使うことができる大人になることです。」と成人の決意を述べました。会

場には、少年時代をともに過ごし、生きておりましたら晴れ姿を見せるはずでありました

後藤侑也さんの席を用意し、出席した新成人者が遺影を掲げ、同じ時間を共有し、恩師や

保護者の皆様とともに新成人の門出をお祝いしたところです。

２月１５日であります。国産ジビエ流通規格検討協議会主催の第２回ジビエ料理コンテ

スト表彰式が東京で開催されました。今回設けられました給食アイデア料理部門に陸別町

給食センターが応募した「鹿カツドック」が最終選考まで残り、当日、最高賞の農林水産

大臣賞を受賞いたしました。昨年度は北海道教育委員会主催のエゾシカ肉を活用した学校

給食調理コンクールに当給食センターが応募した「鹿肉入り味噌ラーメン」が優良賞に選

ばれており、日ごろからの鹿肉を初め、地場産品を生かした試みが今回のはえある賞につ

ながっていったものであります。今後も地域食材の活用を進め、おいしく楽しい給食の提

供に努めてまいります。

今回受賞した「鹿カツドック」は、３月１４日の給食に提供する予定となっておりま

す。

２月２６日であります。平成２９年度十勝管内教育実践・活動表彰式が幕別町百年記念

ホールで開催されました。今年度の教育実践表彰は、学校教育から６団体、社会教育から

２団体の受賞となり、陸別中学校が地域の教育資源や地域人材を活用した土曜授業の推

進、また小中連携授業など、９年間の学びの連続性を重視した取り組みが高く評価されて

の受賞となりました。このたびの受賞は中学校ではありますが、小中連携を初め、小学校

における地域連携など、小中学校の教職員の日ごろからの取り組みに敬意を表するととも

に、今後も教職員一人一人が地域とともに歩み、子どもたち一人一人と向き合い、工夫と

改善に日々邁進されますよう期待を申し上げるところであります。

次に、口頭で２点、御報告いたします。

平成２６年１１月１１日、陸別小学校の理科の授業中に、当時６年生の男子１名が実験

中に目を負傷した事故につきまして、３年が過ぎておりますので、治療の経過を報告いた

します。

事故の翌年の平成２７年５月、旭川医大病院において、目の表面に付着しておりました

カルシウムを除去するための手術を行い、同年６月１６日に退院した以降、引き続き、旭

川医大病院に２カ月に一度、通院治療を続けております。男子生徒は現在、陸別中学校３

年生に在籍しております。通常の活動は送られておりますが、点眼など、欠かさず続けて

いかなければならない状況はこれまでと変わりはありません。今後とも御家族には誠意を

持って対応してまいります。

次に、陸別小学校における学級閉鎖について御報告申し上げます。
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今週の３月５日月曜日、陸別小学校６学年におきまして、発熱による欠席者が２名、そ

して、うち１名がインフルエンザＢ型というふうに診断されました。その日でありますけ

れども、発熱のため早退した児童が１名、ほかに５名の児童が体調不良を訴える状況に至

り、給食終了後から本日７日まで学級閉鎖とすることを決定し、下校させるとともに、家

庭での留意事項及び指導のお願いを改めて配付しております。

なお、本日まで、小学校全体では３名の児童がインフルエンザＢ型というふうに診断さ

れております。

以上で教育関係の主な行政報告を終わります。

○議長（宮川 寛君） これで、行政報告を終わります。

ただいまの報告にかかわる一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、１番中村議員、２番久保議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定の件

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。

本件については、３月５日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議し

ておりますので、委員長より報告願います。

多胡委員長。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 平成３０年陸別町議会３月定例会の運営について、３月

５日に開催いたしました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、その結果につ

いて報告をいたします。

今定例会において、町長から事前に配付のありました議案は、条例の制定、一部改正１

１件、計画の策定２件、補正予算７会計、新年度予算７会計の合わせて２７件でありま

す。

また、町長及び教育長から、平成３０年度における主要施策においての執行方針の表明

があります。

議会関係では、一般質問４名、発議案１件、委員会の閉会中の継続調査について予定を

しております。
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会期につきましては、議案の件数、内容等を総合的に勘案し、協議の結果、お手元にお

配りしております予定表のとおり、本日から３月１４日までの８日間とすることに決定い

たしました。

なお、３月１２日につきましては予備の日とし、予定表のとおり議事が進行しなかった

場合に限り会議を開くことに決定いたしました。

次に、議案の一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から、提案理由が

関連あるもの等について、議案第１号、議案第２号の移動通信用鉄塔施設に関する条例の

２件、議案第１２号、議案第１３号の職員の給与、特別職の職員の給与に関する条例の２

件を一括して説明を受けることとし、質疑も一括して行い、討論、採決はそれぞれ議案ご

とに行うことにいたしました。また、議案第３号から議案第９号までの平成２９年度各会

計補正予算７件、議案第２１号から議案第２７号までの平成３０年度各会計当初予算７件

を一括して説明を受けることにいたしました。補正予算、当初予算につきましては、従前

同様、質疑、討論、採決を各会計、議案ごとに行うことにいたしましたので御了承をお願

いいたします。

以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、特段の御協力をお願い申し

上げ、報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長からの報告のとおり、本日から３月１４

日までの８日間としたいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１４日までの８日間とすることに決定しました。

次に、お諮りします。

一括議題等、会議の進め方については、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり行い

たいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、そのように決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第１号陸別町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

◎日程第４ 議案第２号陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金

徴収条例

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 議案第１号陸別町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例、日程第４ 議案第２号陸別町移動通信用鉄塔施設整
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備事業分担金徴収条例の２件を関連あるものとして一括議題とします。

質疑も一括とすることとし、討論、採決は議案ごとに行うことにしておりますので、あ

らかじめ御了承願います。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第１号陸別町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてですが、陸別町移動通信用鉄塔施設（上陸別地

区）の追加に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

続きまして、議案第２号陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例についてで

すが、陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業にかかわる分担金徴収に関し、所要の制定を行

おうとするものであります。

議案第１号及び第２号の２件を一括して御提案申し上げます。内容につきましては、町

民課長から説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） では、私から、まず最初に、議案第１号陸別町移動通信用鉄

塔施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。

今回の改正の概要を申し上げますと、今年度、国の補助事業であります携帯電話等エリ

ア整備事業において、陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業として、上陸別地区に携帯電話

等の基地局施設、いわゆる鉄塔と無線設備等を整備しております。この工事期間が３月１

６日までとなっており、このたび完成を控え、管理等の条例を改正するものであります。

それでは、お手元の説明資料ナンバー１をごらんください。

新旧対照表で説明いたします。

表の右側が改正前で、左側が改正後となります。改正部分は太線の下線で示したところ

でございます。

まず、第２条の説明をいたします。

ここでは、施設の位置と名称を規定しておりますが、今回、新たな施設を設置しました

ので、左側の改正のほうをごらんいただきたいのですが、号建てとして、第１号で既存の

施設の名称と位置を規定し、第２号で今回整備した施設の名称と位置を規定しておりま

す。

なお、名称につきましては、区別を明確にするために括弧書きで地区名を加えておりま

す。

改正後の第２条を読み上げます。

施設の名称及び位置。

第２条、施設の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

第１号、名称、陸別町移動通信用鉄塔施設（恩根内地区）、位置、陸別町字上利別８番

１０８。
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第２号、名称、陸別町移動通信用鉄塔施設（上陸別地区）、位置、陸別町字陸別１６番

１２です。

次に、第３条の説明を申し上げます。

ここでは、施設の貸し付けを規定しておりまして、今回、施設が複数になりましたの

で、それを一括して示すために、第２条で規定する施設ということで、「前条の施設」と

改めるものであります。

続きまして、議案集の１ページをごらんいただきたいと思います。

附則を読み上げます。

この条例は、公布の日から施行するであります。

続きまして、議案第２号陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例について説

明を申し上げます。

今回の制定の概要を申し上げますと、陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業を行うに当た

り、この事業の受益者から徴収する分担金の規定を定めるために、地方自治法の規定に基

づき条例を制定するというものであります。

それでは、お手元の議案集の２ページをごらんいただきたいと思います。

この条文で説明させていただきます。説明につきましては、主要な部分のみとさせてい

ただきます。

第１条の趣旨について説明いたします。

地方自治法では、収入について幾つか定められております。例を申し上げますと、地方

税、分担金、使用料、手数料などですが、このうち分担金については、地方自治法第２２

４条で規定されております。

趣旨そのものの説明につきましては、概要と重複しますので省略させていただきます。

次に、第２条について説明を申し上げます。

ここでは、今回行った移動通信用鉄塔施設整備事業の定義づけをしています。この文中

にあります、国の制度を活用というのは、今回の場合は、携帯電話等エリア整備事業とい

う国の補助事業を活用して、当該鉄塔施設及び無線通信設備の整備をした事業ということ

であります。

次に、第３条について説明をいたします。

分担金の納入義務者の規定になります。これは、当該鉄塔を携帯電話の業務に使おうと

する電気通信事業者、いわゆる携帯事業者から徴収するという規定であります。今年度の

事業につきましては、ＫＤＤＩ株式会社、１社であります。

次に、第４条について説明を申し上げます。

分担金の額を規定するものであります。第１項において、事業に要する費用から国や道

の補助金を除いた額の範囲内で町長が定める額と規定しております。第２項では、今後、

同じ事業で複数の事業者が行う場合のために、第１項で規定する分担金の額を使用割合で

案分するというルールを設けておくというものでございます。
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次の第５条、分担金の通知等の規定と、第６条、委任の規定につきましては、説明を省

略させていただきます。

附則を読み上げます。

この条例は、公布の日から施行する。

以上で、議案第１号と議案第２号の説明を終わらせていただきますが、以後、御質問に

よってお答えをしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第１号、議案第２号の質疑を一括して行います。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 今の説明でわかったのですけれども、議案第１号の２条の２号で

すね、これは新しく上陸別地区に移動通信の不感解消のために。これは、昨年の３月の定

例会のときに予算化されているわけなのですけれども、いずれにしても、この工事内容、

今もらった資料によりますと、１月２４日に発注というか、入札して、完成が３月１６日

になっているのですけれども、この１年間、昨年の３月ですから、丸１年近く、これが実

施されなかった、何か理由があったのかどうかについて説明を願いたいと思います。とい

うのは、地域にとっては、今の時代に即応した移動通信施設が、かなり期待感を持ってい

た中で１年間置かれるということは、大変不便を感じていたというふうに聞いております

ので、その辺を説明願います。

それから、議案第２号の分担金の徴収条例なのですけれども、これは今の１号の中で、

２条の１号ですね、恩根内地区。これはもう十数年というか、２０年近くたっていますよ

ね、設置されてから。そのときにこの徴収条例がなくて、今までのこういうものをつくる

段階においての分担金というのか、無料だったのかどうかについての説明を願いたいと思

います。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） 第１問目の御質問につきましては、移動通信用の通信を開始

するためには、通信を開始するための申請が必要であります。事業者のほうで申請をしま

して、その申請が許可されるのに相当の期間を要するということになります。

それから、２問目につきましては、恩根内のほうの御質問ですが、恩根内につきまして

は、平成９年に設置しております。実はそのときに、平成９年の３月の議会で、この分担

金の徴収条例を制定させていただいております。ただ、その徴収条例の内容が、その事業

に特化したといいますか、その事業のみに適用できる条例の内容であったものですから、

実は平成２０年の１２月の議会で審議をいただきまして、その条例は廃止となっておりま

す。そういった経過があります。それから、その当時は、今回の分担金の内容とはちょっ

とルールが違っておりまして、規定としましては、事業に要する費用の３分の１に相当す

る額の範囲内において町長が定める額ということで決まっておりました。実際に分担金も

いただいております。さらに申しますと、その当時は、ＮＴＴ北海道移動通信網株式会社

と北海道セルラー電話株式会社から徴収するという徴収条例の内容でありました。
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以上でございます。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ちょっとくどいような質問になってしまうかもしれないけれど

も、今、廃止されたということですか、議案第２号の徴収については。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ちょっと時期が、期間を経過しておりますが、平成２０年の

ときに廃止をしております。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） ただいまの質問にも関連するのですが、この徴収条例、そうしま

すと、今後さらに整備が発生する可能性もあるということで、特段の不都合がない限り

は、この条例は継続すると、そのように理解していいのかということであります。

もう１点ですが、この条例の第４条において、分担金の額でありますが、町長が定める

額とするということになっております。このことにつきましては、さきの議員も話してお

りましたが、昨年の３月の議会定例会において説明資料を提出いただいているわけであり

ますが、そこには事業者分担金の負担割合は総務省通知、標準的な負担割合によるとされ

ておりますが、この考え方を参酌した分担金の算出になるのか、お伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） 今回の事業について説明申し上げますと、財源内訳といいま

すか、分担の割合というのが、先ほど議員がおっしゃいました総務省通知の標準の率を

使っているところでございますが、事業者分担金につきましては、施設の整備段階では、

実は３１５分の２３という数字で分担するということでありますが、この事業全体の最終

的な割合といいますか、その費用負担というのはどうなっているかといいますと、国と道

と事業者でほぼ賄うというルールになっております。それで、どういうことかと申します

と、施設を設置する際には町で過疎債を借りております。過疎債というのは、その後に国

から交付税の補塡が７割あります。残り３割について道の補助金と事業者の分担金で賄っ

ていただくということになっております。それも先ほど申しました総務省からの通知の標

準的な割合で、今回の事業パターンにつきましてはこういう率ですよということが示され

ております。それで、その過疎債の交付税補塡以外の部分については、事業者については

３１５分の１２ということが示されております。それで、ちなみに申しますと、過疎債の

元利補助金という道の補助金ですね、それが３１５分の１２.６ということで示されてお

ります。これはあくまでも２９年度に行った事業の割合ということになります。先ほどの

議員の質問にお答えしましたとおり、当時、平成９年当時は３分の１以内で町長が定める

額ということで、当時の割合は全く違ったということで、今後においても、やるときの事

業によって負担割合が変わる可能性がありますので、率を条例には設定しないで、町長が

定める額ということで今回規定させていただきます。今後につきましても、エリア整備事
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業については、まだ不感地帯が町内にありますので、町としては国に要望を続けるという

意味合いも込めて、こういう制定の仕方をさせていただいております。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから議案第１号陸別町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第１号陸別町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２号陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の討論を行いま

す。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第２号陸別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第 ５ 議案第３号平成２９年度陸別町一般会計補正予算

（第７号）

◎日程第 ６ 議案第４号平成２９年度陸別町国民健康保険事業勘

定特別会計補正予算（第３号）

◎日程第 ７ 議案第５号平成２９年度陸別町国民健康保険直営診

療施設勘定特別会計補正予算（第４号）

◎日程第 ８ 議案第６号平成２９年度陸別町簡易水道事業特別会
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計補正予算（第３号）

◎日程第 ９ 議案第７号平成２９年度陸別町公共下水道事業特別

会計補正予算（第４号）

◎日程第１０ 議案第８号平成２９年度陸別町介護保険事業勘定特

別会計補正予算（第４号）

◎日程第１１ 議案第９号平成２９年度陸別町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第５ 議案第３号平成２９年度陸別町一般会計補正予算（第

７号）から日程第１１ 議案第９号平成２９年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）まで、７件を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第３号平成２９年度陸別町一般会計補正予算（第７

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,９４７万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億９,８７０万４,０００円とするものでありま

す。

続きまして、議案第４号平成２９年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,６６６万５,００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９,３２２万２,０００円とす

るものであります。

続きまして、議案第５号平成２９年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第４号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５万３,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,３２０万３,０００円と

するものであります。

続きまして、議案第６号平成２９年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６４万４,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８,０７４万７,０００円とするものであ

ります。

続きまして、議案第７号平成２９年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０６万６,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８,０２８万８,０００円とするもので

あります。

続きまして、議案第８号平成２９年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第４

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５７８万８,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９２９万円とするものであります。
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続きまして、議案第９号平成２９年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０万４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,１８１万８,０００円とするものでありま

す。

以上、議案第３号から議案第９号まで、７件を一括提案申し上げます。内容について

は、副町長から説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第３号から第９号まで一括して説明をさせて

いただきます。

議案第３号平成２９年度陸別町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

債務負担行為の補正。

第３条、債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

地方債の補正。

第４条、地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、１９ページをお開きください。

１９ページ、歳出であります。

今回の補正予算につきましては、御存じのとおり、各事務事業の確定、あるいは確定見

込み、入札による執行残ですとか、そういうものの減額が主な内容でありますが、一部繰

越明許費の増額補正もございます。それらの経費も一部計上しておりますので、御了承い

ただきたいと思います。

それでは、１款議会費１項議会費１目議会費。議会費では、４９万１,０００円の減額

です。旅費、費用弁償、普通旅費、４３万１,０００円の減額。１４節使用料及び賃借

料、６万円の減額。これは確定見込みによる減額です。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費。一般管理費では、１２５万７,０００円の

減額になります。職員手当、時間外勤務手当で３３万４,０００円の減額。普通旅費１０

万円の減額。委託料５６万４,０００円の減額ですが、健康診断３４万１,０００円の減

額。これは臨時職員の減、あるいは年齢区分の変更ですとか、検査単価の減額によりまし

て今回減額となります。事務機器保守料２２万３,０００円の減額は、カラー印刷機の保

守料の減額。１９節負担金補助及び交付金２５万９,０００円の減額、負担金ですが、北
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海道自治体情報システム協議会の負担金の減額です。これは１２月定例会で、マイナン

バー制度の介護保険システムの改修について８６万４,０００円を補正させていただきま

したけれども、その後、３７万８,０００円に確定になったということで、その差額４８

万６,０００円の減額。２点目が地方税システム改修２２万７,０００円の追加の補正にな

ります。所得税法、地方税法の改正によりまして制度改正がございました。控除対象に障

がい者を追加するなど、制度改正に伴う地方税システムの改修２２万７,０００円ですの

で、この差額、差し引き２５万９,０００円の減額となります。

２目の文書広報費、１５節工事請負費１４２万５,０００円の減額。機器更新工事です

が、これは入札の執行残です。防災行政無線の整備でありますデジタル無線の設備の入札

執行残です。

５目の財産管理費１,５８１万２,０００円の追加の補正になります。まず、需用費３０

万円の減額につきましては、消耗品費で、公用車両の消耗品の減額。１３節委託料１０９

万５,０００円の減額は、説明欄にありますように、施設設備等改修で１３万２,０００

円。これは庁舎３階のブラインドの交換業務の入札執行残です。実施設計９６万３,００

０円の減額。これは、先ほど条例の議決もありましたけれども、上陸別地区の移動通信用

鉄塔施設整備事業で入札の執行残。１５節の１,７９３万６,０００円も同じく上陸別地区

の鉄塔の関係です。これも入札の執行残。１８節備品購入費の４３８万７,０００円の減

額。これも同じく上陸別地区の入札の執行残となります。２５節積立金３,９５３万円の

今回の補正でありますが、説明欄にありますとおり、これは歳入のほうでも一部出てきま

す。まず、ふるさと整備基金積立金２０６万円につきましては、ふるさと整備基金の一般

寄附が６件、１０７万円、それから、ふるさと納税分で６３件、９９万円の内訳です。そ

れから、いきいき産業支援基金積立金１,５４４万４,０００円の内訳としては、ふるさと

納税分で１４件、１６万円、優良家畜導入貸付金の繰上償還分、牛２３頭分ですが、７２

８万４,０００円、補正予算の積み立て分で８００万円ほど上乗せをしております。それ

から、ふるさと銀河線跡地活用等振興基金積立金１３万円につきましては、ふるさと納税

分、１２件分です。町有林整備基金積立金９万円については、ふるさと納税分の７件。地

域福祉基金積立金８１１万円につきましては、まず、ふるさと納税の寄附分１０件、１１

万円と補正予算に係る積み立て分８００万円を上乗せしております。公共施設等維持管理

基金積立金９００万円については、補正分の予算の計上。それから、給食センター管理運

営基金積立金につきましては、４６１万６,０００円ですが、ふるさと納税分７件の１１

万円と補正分で４５０万６,０００円を上積みしております。

なお、資料ナンバー２に、基金別積み立て状況の一覧をつけておりますので、後ほどご

らんいただきたいと思います。

次のページですが、スポーツ振興基金についても８万円。これもふるさと納税分、４件

分です。

６目の町有林野管理費で１８万６,０００円の減額。旅費９万円の減額。１３節委託
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料、これは森林現況調査業務９万６,０００円の減額。これは事業確定による減額です。

なお、資料ナンバー４に町有林管理事業の収支一覧をつけておりますので、後ほどごら

んいただきたいと思います。

７目の企画費７９５万１,０００円の減額であります。まず、１節の報酬で７万１,００

０円の減額。委員報酬ですが、これはまちづくり推進会議委員の確定見込みによる減額。

報償費８万９,０００円の減額。謝礼金ですが、地方版総合戦略等の検討会、２回予定を

しておりましたけれども、会議が１回ということと、欠席委員の分の謝礼金の減額。９節

の旅費３２万８,０００円の減額は、確定見込みによる普通旅費の減額。それから、１２

節役務費１６万１,０００円の減額と委託料のふるさと納税業務委託４５６万８,０００円

については、ふるさと納税に係る確定見込みによる減額となります。委託料の空家調査等

１１万２,０００円の減額。これは入札執行残です。１９節負担金補助及び交付金２６２

万２,０００円の減額。地方創生推進交付金事業負担金１０９万９,０００円の減額です

が、これは池北３町の連携事業であります観光地域づくり連携事業分で、１０９万９,０

００円の確定見込みによる減額。

次のページになります。通学定期差額補助事業８７万７,０００円の減額。これは事業

の確定見込みによる減額。それから補助金、まちづくり事業で７７万８,０００円の減

額。これも確定見込みによる減額。太陽光発電設置事業５０万円。これは１件分ですが、

繰越明許費で予算計上しております。交付金の移住交流対策事業３６万８,０００円の減

額。これは移住を応援する会の事業確定見込みによる減額となります。

１１目の交流センター管理費６３万５,０００円の追加の補正であります。１１節需用

費で３７万４,０００円は、燃料費の補正でして、単価改正に伴う不足分の追加になりま

す。それから、１３節委託料２６万１,０００円は、宿泊研修施設管理ということで、宿

泊利用者の増が見込まれるということでの追加の補正となります。

１２目の銀河の森管理費８７万８,０００円の減額です。報酬、天文台館長報酬の減額

３７万８,０００円と旅費の費用弁償４８万５,０００円。これは館長に係る確定見込みに

よる減額となります。それから、手当の１０万１,０００円の減額は、職員の時間外勤務

手当の減額。それから、９節の普通旅費については、確定見込みによる７万１,０００円

の減額。１１節需用費５９万２,０００円の補正ですが、燃料費の単価改正に伴う分の追

加の補正、天文台分で４５万２,０００円、コテージ村で１４万円の追加の補正となりま

す。１３節委託料につきましては、３３万７,０００円の減額。これは施設設備保守管理

２万４,０００円の減額と施設設備等改修３１万３,０００円の減額。これは２件とも銀河

の森専用水道の機械計装管理事業に係る入札執行残となります。１４節の使用料及び賃借

料、これは車両借上料９万８,０００円の減額ですが、館長の女満別空港と陸別間のハイ

ヤーの借上料の確定に伴う減額となります。

１３目の地域活性化推進費７８８万１,０００円の減額であります。１点目として申し

上げますが、まず、薬用植物研究事業で１７万３,０００円の減額です。これは、報償費
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で８万円の減額と使用料及び賃借料で１３万３,０００円の減額。それから、地域おこし

協力隊の関係です。商工観光推進員は、１１月１日に雇用しましたので、商工観光推進員

の分でいきますと２０３万７,０００円の減額。内訳としては、共済費で４０万１,０００

円の減額、賃金で１４２万３,０００円の減額、旅費で１４万７,０００円の減額、需用費

で６万６,０００円の減額。新事業支援推進員も１１月１日に採用ですから、１９７万４,

０００円の減額であります。この内訳としては、共済費で３６万７,０００円、賃金で１

２９万９,０００円の減額、旅費で３０万７,０００円の減額です。酪農支援推進員では、

昨年５月１日に採用しておりますので、１５万８,０００円の減額でありますが、賃金の

時間外等によりまして、共済費で１万６,０００円の補正、賃金で４万９,０００円の補

正、旅費で１４万４,０００円の減額、１１節で３万４,０００円の減額、役務費で４万

５,０００円の減額。商工支援推進員については、募集をしておりましたけれども、応募

者がございませんでしたので、全額３０８万３,０００円の減額となります。ちなみに、

共済費で６０万１,０００円の減額、賃金で２０８万８,０００円の減額、９節で３１万

４,０００円の減額、需用費で８万円の減額です。産業振興推進員については、４５万６,

０００円の減額でして、共済費で２３万６,０００円の減額、賃金で１５万４,０００円の

減額、旅費で６万６,０００円の減額となります。

主な内容は以上のとおりです。次のページに行きます。

２項の徴税費１目の税務総務費８万２,０００円の減額。これは３節、職員の時間外勤

務手当の減額であります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費２,９２５万７,０００円の減額でありま

す。まず、職員手当で、時間外勤務手当で２３万９,０００円の減額となります。

次のページになります。

８節の報償費３万５,０００円、謝礼金の減額。二つ飛んで、１３節の委託料７万２,０

００円。手話通訳者・要約筆記者派遣ですが、これは手話通訳の要望がございませんでし

たので、減額となります。一応予算では、希望者がありましたら困りますので予算計上は

しますけれども、結果として３月で減額となります。それから、需用費６７万８,０００

円の減額ですが、光熱水費４４万円の減額。これは防犯灯電気料の減額です。修繕料も同

じく防犯灯修繕料の減額２３万８,０００円です。１２節役務費１８万３,０００円の減

額。手数料です。医療費審査支払等で１２万２,０００円の減額は、当初１,４７４人を見

ておりましたけれども、結果として１,００４人に落ちたということでマイナスの４７０

人分の減額。主治医意見書料６万１,０００円の減額ですが、これも当初２５件を見てお

りましたけれども、結果として１２件と、１３件分の減額となります。１５節工事請負費

３２万２,０００円の減額。これは防犯灯新設・撤去等の工事ですが、これは入札執行残

となります。１９節負担金補助及び交付金２９２万８,０００円の減額。北海道自治体情

報システム協議会３６万２,０００円の追加の補正ですが、実は国民健康保険の広域化に

伴いまして、子ども医療、それからひとり親、重度障がいの医療関係ですが、給付種別番
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号をレセプトに入れるために、今回新規で３６万２,０００円の補正となります。補助金

で社会福祉協議会３２９万円の減額です。実は職員１名を募集しておりましたけれども、

結果として昨年１１月１日に採用になりました。したがって、その人件費分２１４万７,

０００円と移送サービスの６１万３,０００円の減額、訪問介護の５３万円の減額、合わ

せて３２９万円の減額となります。２０節の扶助費２,００３万５,０００円の減額。交通

費助成です。高齢者のハイヤー利用がふえてきておりましたので、１８万４,０００円ほ

ど増となります。当初９,０３３人を見ておりましたけれども、９,５５９人が見込まれる

と。したがって、５２６人の増となります。

２６ページです。

支援費ですが、まず、地域生活支援費４３万８,０００円の減額は、当初１２件を見て

おりましたけれども、結果として８件、マイナス４件分。障害者介護給付費１,２５９万

６,０００円の減額、その下の障害者訓練等給付費６９９万１,０００円の減額は、それぞ

れ利用者、利用日数の減によるものです。相談支援給付費９万円の減額は、５人、６件分

の減額。身体障害者補装具交付費１０万４,０００円の減額は、当初７人を見ておりまし

たけれども、結果３名ということで、マイナス４人分。２８節繰出金４７６万５,０００

円の減額は、国保会計への繰出金３６６万５,０００円の減額、介護保険事業勘定特別会

計への繰出金１１１万円の減額です。

２目の老人福祉費。まず、７節賃金４９万円の減額は、臨時介護認定調査員の確定見込

みによる減額。報償費１０万円の減額。これは謝礼金ですが、昨年の１２月１２日に医療

介護連携の研修会を開催しました。それは東大の講習の一環として実施しました。東大の

ほうで経費を見ていただきましたので、町の分１万円は減額するという内容です。委託料

の６２万３,０００円の減額。まず、高齢者在宅生活支援事業４万９,０００円の減額は、

入札執行残ですが、生きがい活動に係る分。それから、成年後見制度法人後見支援事業５

７万４,０００円の減額ですが、当初、在宅２人の１２回分の２４回を見ておりました

が、結果としては在宅の対象者はいなかったと。施設で５名の１２回分で６０回見ており

ましたけれども、結果、３人の３６回で、マイナス２人の、回数では２４回の減。専門員

が、１１月１日に職員を採用しましたので、４月から１０月までは不在でした。それらに

係る減額、合わせて５７万４,０００円の減額となります。使用料及び賃借料４４万４,０

００円の減額は、老人緊急通報システム借上料ですが、年間で９１台分の減額となりま

す。

それから、２７ページになります。

１８節備品購入費６２万６,０００円の減額。事務用備品１０万８,０００円の減額は、

居宅介護支援事業所のパソコン１台分の減額。管理用備品５１万８,０００円の減額は、

福寿荘の備品の確定見込みによる減額です。１９節負担金補助及び交付金１８７万４,０

００円の追加の補正。補助金ですが、デイサービス運営事業１１５万４,０００円の追加

の補正です。これは資料ナンバー５をつけておりますので、後ほどごらんいただきたいと
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思います。介護報酬の減額に伴う町の補助金の上乗せということになります。それから、

介護予防・日常生活支援総合事業運営事業７２万円の補正。これは訪問型サービスＡの関

係ですが、当初５人の利用で６８４回を見込んでおりましたけれども、結果として３人の

２５７回の回数ということで、人数としてはマイナス２人、回数で４２７回の減となりま

す。したがって、介護保険特別会計からＮＰＯへの委託料の減額がございますので、その

分、町が上乗せして補助金を出すと。そういうことになります。その分が７２万円です。

それから、扶助費の４４８万円の減額は、老人福祉施設入所措置費の減でして、これは町

外養護老人ホーム入居の関係ですが、当初７名見ておりましたけれども、結果４名で、マ

イナス３名分。

３目の後期高齢者医療費１５万４,０００円の減額は、繰出金です。後期高齢者医療特

別会計繰出金の減額。

２項の児童福祉費１目の児童福祉総務費２１８万１,０００円の減額です。まず、７節

賃金１７万３,０００円の減額は、臨時指導員、発達支援員の賃金確定見込みによる減

額。８節の報償費９０万円の減額は出産祝い金でして、件数としては１６件の２００万円

の見込みで、９０万円の減額。扶助費１１０万８,０００円の減額。支援費ですが、障害

者介護給付費８２万３,０００円の減額。これは放課後デイで１人、１３万４,０００円の

減額、発達支援で１人減額、３８万円の減額、保育所等訪問支援３４回分の減額、３０万

９,０００円の減額が内容であります。その下の相談支援給付費２８万５,０００円は、当

初２人を見ておりましたけれども、結果として対象者がいなかったと。したがって、全額

減額となります。

次のページ、２目児童福祉施設費、これは保育所の経費でございますが、１１３万３,

０００円の減額。賃金、臨時保育士賃金の７１万９,０００円の減額。１９節の１万７,０

００円の減額は、保育所の給食費の確定見込みによる減額。扶助費３９万７,０００円、

保育ママ利用助成も確定見込みによる減額となります。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費７３万１,０００円の減額は、手当でし

て、職員の時間外勤務手当の減額。２目保健衛生施設費、需用費２９万６,０００円の追

加は、保健センターの燃料費の補正でして、単価の改正に伴う不足分になります。

３目の予防費４２３万３,０００円の減額です。これは委託料でして、２７８万６,００

０円の減額。これは各種検診、予防接種でして、その下の２０節扶助費１４４万７,００

０円の減額についても妊婦健康診査費１１万２,０００円から、次のページの不育治療費

助成２０万円までは確定見込みによる減額でして、これは資料ナンバー６－１から６－５

をつけておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。

４目の環境衛生費、旅費３万４,０００円、普通旅費の減額です。これは会議の欠席に

伴う減額。

５目の診療所費、繰出金３６０万４,０００円は、直診会計への繰出金の追加の補正で

あります。
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それから、２項清掃費１目清掃総務費１４万５,０００円の追加の補正です。負担金で

す。これは十勝環境複合事務組合への負担金の追加になりますが、ふん尿の関係でござい

まして、帯広の中島処理場に搬出しているわけですけれども、当初予算の段階では、計画

に基づいて、その量によって負担金を納めるわけですが、年度末においては実績が出てき

ますので、その実績に基づいて追加の負担金となります。それが１４万５,０００円の追

加の補正となります。

２目塵芥処理費１９万４,０００円の減額です。まず、旅費で、普通旅費で４万７,００

０円の減額。これは会議欠席に伴う減額でして、次のページにありますけれども、１９節

の会議等負担金２万４,０００円の減額となります。池北三町行政事務組合１２万３,００

０円の減額は、確定見込みによる減額です。

３項の水道費１目の専用水道費、これは小利別専用水道に係る予算でありまして、１９

万９,０００円の減額です。委託料で１１万円の減額。まず、施設設備改修７万２,０００

円減額ですが、これは小利別の配水池電気設備更新業務に係る入札執行残。その下、施設

設備等点検整備３万８,０００円の減額は、小利別地区の配水管路減圧弁分解整備業務、

入札の執行残となります。備品購入費につきましては、管理用備品として８万９,０００

円の減額ですが、これは管理用備品、水道メーターの確定見込みによる減額となります。

２目の水道費１８９万１,０００円の減額につきましては、繰出金、簡易水道事業特別

会計への繰出金の減額。

５款の労働費１項労働諸費２目の緊急雇用対策費、７０１万１,０００円の減額。需用

費で３６万７,０００円の減額。これは確定見込みによる減額となります。消耗品で５万

６,０００円の減額、燃料費で３１万１,０００円の減額。ただ、繰越明許費がちょっと出

てきますけれども、需用費では２万円ほど、消耗品費で１万円、燃料費で１万円について

繰越明許費で見ております。１２節１８万７,０００円の減額。通信運搬費ですが、この

中にも２万６,０００円ほど、繰越明許費として予算を留保しております。１３節委託料

５９８万６,０００円の減額。このうち３００万円ほど予算を留保して繰越明許費として

対応する予定としております。使用料で４７万１,０００円の減額。これについても、１

０万円ほど繰越明許費として予算を留保しております。したがって、繰越明許費、春先の

雇用対策の予算ですが、３５４万６,０００円ほどになります。これは原材料費で４０万

円も留保しておりますので、それらを合わせて３５４万６,０００円となります。

３目雇用再生対策費９２万２,０００円の減額につきましては、まず、旅費について

は、確定による減額。１９節で６４万円の減額は、確定見込みによる減額ですが、雇用と

しては継続が８名、新規で１４名、合わせて２２名の雇用の補助金となってございます。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１９節１０８万２,０００円の減額です。

まず補助金で、農業次世代人材投資資金７５万円の減額は、これは旧青年就農交付金でし

て、１０月から１名の方が新規就農になりましたので、前期分、４月から９月までの補助

金の減額。
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恐縮ですが、補助金の農業次世代人材投資資金、その下に丸をつけて交付金と記載をし

ていただきたいと思います。丸と、交付金が漏れておりました。中山間地域直接支払事業

３３万２,０００円については、確定による減額となります。

それから、５目の農地費、委託料５０万円の減額です。次のページになります。農業用

施設維持管理ですが、これは農道止若１号線ほか１路線の入札執行残となります。１９節

負担金補助及び交付金６,７０９万円の補正。農業競争力強化基盤整備事業負担金であり

ますが、まず一つ目は、２９年度の事業費の確定に伴いまして、２９年度事業費は２億

１,０００万円から１億７,２３５万９,９００円になりました。地元負担金というのは２

５％分ですから、２億１,０００万円に対して５,２５０万円、確定見込みの１億７,２３

５万９,９００円に対しては４,３０８万９,９７５円の地元負担金でございます。この差

し引き９４１万２５円が２９年度の補正額。それから、国の補正予算で繰越明許費がござ

います。３０年度の明許分が事業費としては３億６００万円、これの地元負担金が７,６

５０万円ですから、この繰越明許費と２９年度分の精算分、差し引きして６,７０９万円

の補正となります。

なお、農業競争力強化基盤整備事業につきましては、２９年度の繰越明許分、そして３

０年度の当初予算については、資料７をつけておりますので、後ほどごらんいただきたい

と思います。

６目の営農用水管理費２７万９,０００円の減額です。まず、委託料で９万４,０００円

の減額は、上陸別地区の計装機器保守点検の施設設備保守管理、入札執行残の９万４,０

００円。それから、備品購入費で９万３,０００円の減額は、上陸別地区、トラリ地区の

水道メーター確定見込みによる減額。１９節９万２,０００円は、道営土地改良事業地元

負担金の減額。これは道営担い手畑地帯総合整備事業の第２上陸別区で、２９年度におい

ては測量試験のみを実施しましたが、測量試験費のみの場合には地元負担金は発生しない

と。そういうことになりましたので、その全額を減額するものです。

それから、７目公共草地管理費５０万６,０００円の減額は、需用費で３６万５,０００

円の減額、修繕料です。これは確定による減額。１５節工事請負費１４万１,０００円減

額は、農業用施設整備ですが、これは登良利の公共草地配電線路の改修工事の入札執行残

です。

２項の林業費１目林業振興費６６０万７,０００円の減額については、まず、委託料２

８５万７,０００円の減額。これは小規模治山事業、弥生地区の測量設計費の入札執行残

となります。

それから次のページ、１５節工事請負費３５２万……。

○議長（宮川 寛君） ちょっとストップしてください。

１１時２５分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時１２分

再開 午前１１時２４分
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○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

説明を続けてください。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、３３ページ、工事請負費ですが、弥生地区の治山

工事、入札執行残。１９節も確定見込みによる減額、２２万１,０００円です。

３目の林道新設改良費７４２万５,０００円の減額です。これは、委託料１６万２,００

０円、それから工事請負費７２６万３,０００円の減額は、それぞれ入札執行残でござい

ます。

８款土木費１項土木管理費１目の土木総務費、手当で１２１万３,０００円の減額。こ

れは職員の時間外勤務手当の減額になります。

それから、２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費、これは委託料、道路台帳作成

及び修正は入札執行残、６３万７,０００円の減額。

２目の道路維持費３７０万３,０００円の減額です。賃金については未執行による減

額、１３節は入札による執行残となります。原材料費１４０万円については、災害時対応

として１４０万円を計上しておりましたけれども、今年度はそういう異常気象とかがな

かったということで、１４０万円の減額となります。

４項住宅費２目の住宅建設費８,２０８万６,０００円の補正です。役務費２万６,００

０円、１５節８,２０６万円は、資料８をつけておりますが、国の補正予算によります繰

越明許費、新町団地のＰ棟、１棟３戸の建設と、同じく新町団地Ｖ棟、Ｗ棟、２棟８戸の

解体費、繰越明許費となります。

５項の下水道費１目下水道費、繰出金２９万９,０００円の減額は、公共下水道事業特

別会計への繰出金の減額となります。

９款消防費１項消防費１目消防費ですが、９６万８,０００円の減額は、報酬から備品

購入費まで、それぞれ確定見込みによる減額となります。

それから、２目の災害対策費１７万７,０００円の減額につきましては、報酬の３万６,

０００円の減額、報償費の５万８,０００円の減額は、昨年の防災訓練に係る予算の減

額、確定による減額であります。それから、委託料８万３,０００円は、防災情報通信整

備ということで、防災情報通信機器の保守点検の予算を見ておりましたけれども、それが

なかったために未執行として減額をします。

それから次のページ、１０款教育費１項教育総務費１目の教育委員会費、旅費、それか

ら２目事務局費、手当、時間外勤務手当ですが、それぞれ確定見込みによる７万７,００

０円の減額、７万５,０００円の減額です。

３目教育振興費、報酬、それから７節、それから旅費６万７,０００円の減額。ここで

賃金の臨時指導員賃金１７万９,０００円と旅費の普通旅費６万７,０００円の減額は、英

語指導助手に係る分の減額となります。

それから、５目の教育研究所費、旅費３万円の減額、需用費３万円の減額。これは教育

研究所の委員の経費ですが、会議の欠席に伴う減額となります。
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次のページ、２項小学校費、１目学校管理費です。需用費で燃料費１６万円は、単価の

改正に伴う不足分。同じく光熱水費で、電気料の不足分２１万７,０００円。１９節の教

職員人間ドック助成３万６,０００円の減額は、確定見込みによる減額。

２目教育振興費、負担金補助及び交付金の１６万８,０００円は、小学生の給食費補助

事業の確定見込みによる減額。

３項中学校費、１目学校管理費の需用費、光熱水費１８万円は、電気料の不足分の追

加。

２目教育振興費の１９節１４万４,０００円の減額は、中学生の給食費補助事業の確定

見込みによる減額。２０節の扶助費１８万６,０００円の減額は就学援助費でして、クラ

ブ活動分の減額です。

３９ページ、４項社会教育費１目社会教育総務費、大きなものとしては、まず、社会教

育委員に係る研修会の欠席に係る分が１１万円の減額。社会教育講座確定見込みによる１

６万２,０００円の減額。冒険・体感ｉｎとうきょうで４２万円の減額。参加者は当初１

７人を見ておりましたけれども、冒険・体感ｉｎとうきょう、１４名ということで３人分

の減額。それから、学童保育所設置事業、確定見込みによる１６万２,０００円の減額。

学校支援地域本部事業、確定による減額、５万５,０００円。合わせて９０万９,０００円

の減額です。それ以外に、７節賃金で社会教育指導員の賃金１６万円の減額。それから、

１９節で成人式の記念事業、確定による８万１,０００円の減額。その下のリーダー養成

講習会参加事業、当初１２名を見ておりましたけれども、２名ということで１０名分、４

万円の減額が内容であります。

それから、２目公民館費、報償費、謝礼金ですが、押し花教室、２回分を計上しており

ましたけれども、未実施ということで減額。委託料については、入札執行残。

３目文化財保護費６万６,０００円の減額は、普通旅費、これは未執行による減額。委

託料、施設周辺整備については入札執行残です。

５項保健体育費の２目体育施設費、賃金１０万円の減額、役務費５万９,０００円の減

額、１３節３２万９,０００円の減額。これはそれぞれ確定見込み、確定による減額で

す。

それから、３目の学校給食費、７節１９万１,０００円の減額、旅費２万３,０００円の

減額。これはそれぞれ確定見込みによる減額。

１２款公債費１項公債費１目元金１０７万５,０００円の減額ですが、地方債元利償還

金の減額です。２８年度の借入金の総額の確定に伴いまして、元金の償還額の減額をする

ものであります。

給与費明細書は４２ページから４４ページまでありますので、後ほどごらんいただきた

いと思います。

それでは、歳入の１０ページをお開きください。

１０ページ、歳入です。
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１款町税１項町民税２目の法人、法人町民税です。現年課税分で７３１万８,０００円

の追加の補正。これは町外企業の予定納税の増に伴う追加の補正です。

８款地方特例交付金については、確定見込みによる減。

９款地方交付税、既定額２１億２,８７６万１,０００円ですが、内訳としては、普通地

方交付税が１９億４,８７６万１,０００円と特別地方交付税１億８,０００万円です。今

回、普通交付税が既に確定しております。その追加分、６,２０７万７,０００円の補正。

補正後につきましては、普通交付税２０億１,０８３万８,０００円の確定となります。特

別交付税が１億８,０００万円。合わせて２１億９,０８３万８,０００円となります。

１１款分担金及び負担金１項分担金１目の総務費分担金２６０万円です。これは先ほど

条例でも説明を申し上げましたけれども、移動通信用鉄塔の分担金、当初６２４万４,０

００円を計上しておりましたけれども、確定によりまして３６４万４,０００円というこ

とで、２６０万円の減額。

２目の農林水産業費分担金１,２９０万２,０００円の補正です。これは農業競争力基盤

整備事業の分担金でして、２点ございます。まず１点は、先ほど歳出でも説明しましたよ

うに、２９年度分の事業費の確定に伴う分担金の減額、それが１４７万２,２８２円ござ

います。それから、繰越明許費分の分担金が１,４３７万５,０００円ございますが、農家

分２５％の４５０万円、それからＪＡ２５％分の４２５万円、パワーアップ事業分で農家

負担分７.５％、５６２万５,０００円、合わせて１,４３７万５,０００円ですが、それか

ら先ほどの２９年度事業の分担金の確定額１４７万２,２８２円の減額、差し引き１,２９

０万２,０００円の補正となります。

次のページ、２項の負担金１目の民生費負担金、老人福祉費負担金、これは利用者の減

による５３万９,０００円の減額。当初７人を見ておりましたけれども、４人ということ

で３人の減額。

１２款使用料及び手数料、１項使用料の１目総務使用料、ふるさと交流センター使用料

２９万４,０００円は、先ほど歳出で説明しましたように、宿泊者の増に伴う追加の補

正。

３目衛生使用料、保健衛生使用料、公衆浴場の利用者の減に伴って３０万１,０００円

の減額。

１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１,０４６万２,０００円の減額。１

節の社会福祉費負担金９９０万８,０００円の減額。これは、説明欄にありますけれど

も、まず、一番上、国保の保険基盤安定負担金５万４,０００円の追加の補正は、国保税

の軽減分でありまして、保険者支援分が確定したことによって５万４,０００円の追加の

補正となります。ここは２分の１分です。その下、障害者介護給付費負担金から、次の

ページの低所得者保険料軽減負担金までは、確定見込みによる減額。国の負担分、２分の

１分の減額となります。これは歳出確定に伴う減額であります。それから、２節の児童福

祉費負担金５５万４,０００円の減額。これも歳出の事業費確定に伴って、それぞれ２分
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の１分の減額となります。

それから、２項の国庫補助金１目総務費補助金１節の総務管理費補助金３５万３,００

０円の減額は、先ほど歳出で説明しました介護システムの減額分、３分の２分の補助金の

減額。それから、地方創生推進交付金２万９,０００円の減額は、池北３町の事業費確定

見込みによる減額、２分の１分です。

それから、２目民生費補助金、地域生活支援事業費補助金、これも歳出の確定に伴う２

７万２,０００円、２分の１分の減額。

３目の土木費補助金、道路橋りょう費補助金ですが、除雪専用車の購入に伴って追加交

付、歳出の確定に伴いまして追加交付として５３６万５,０００円がありました。それか

ら、住宅費補助金、３,７３０万円。これは公営住宅の建設分ですから、繰越明許費の財

源となります。

１３ページ、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金４

９７万４,０００円の減額。これはそれぞれ４分の１分の、歳出の事業確定に伴う減額と

なります。一番上の国保事業の保険基盤安定負担金７,０００円は、国保税の軽減分です

が、保険者支援分が確定、４分の１分、２万７,２４３円の追加。財政支援分で４分の３

分、１万９,７０６円の減額。差し引き７,０００円の補正となります。以下、障害者介護

給付費負担金から低所得者保険料軽減負担金までは、確定に伴う４分の１分の減額。２節

の児童福祉費負担金２７万７,０００円も、同じく歳出確定見込みによる４分の１分の減

額となります。

２項の道補助金１目の総務費補助金１節の総務管理費補助金１,５７０万７,０００円の

減額ですが、内訳、地域づくり総合交付金１１万円の減額。これは市町村連携モデル事業

でして、空き家対策、３町の移住サポートセンターに係る補助金の歳出確定に伴う減額。

それから、無線システム普及支援事業補助金１,５５９万７,０００円。これは移動通信用

鉄塔施設整備事業の事業確定に伴う減額となります。

次のページ、２目の民生費補助金、社会福祉費補助金６８万５,０００円の減額。これ

も同じく地域生活支援事業費補助金１３万６,０００円の減額。権利擁護人材育成事業補

助金についても確定見込みによる減額。

４目の農林水産業費補助金２６３万４,０００円の減額。１節農業費補助金ですが、２

２１万１,０００円の追加の補正。まず、農業委員会活動促進事業補助金で２２万５,００

０円の追加の交付。中山間地域直接支払事業補助金については、確定見込みに伴う３９万

８,０００円の減額。農業次世代人材投資事業補助金７５万円は、旧青年就農交付金の前

期分の減額。農業競争力基盤強化特別対策事業３１３万４,０００円の追加の補正は、道

営事業の、まずパワーアップ事業分３４２万６,０００円の減額、８.７５％分です。同じ

く繰越明許分で６５３万６,０００円の補正。差し引き３１３万４,０００円の追加の補正

となります。それから、２節の林業費補助金４８４万５,０００円の減額については、歳

出の確定見込みに伴うそれぞれの減額となります。
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次のページ、１５款財産収入の財産貸付収入３１万５,０００円の減額は、土地建物貸

付収入でして、まず、移住促進住宅貸付収入２０万５,０００円の減額。その下は、森林

管理署のアパート分の１５万円の入居者増に伴う追加。移住産業研修センター分について

は、２６万円の減額。それぞれ確定見込みに伴う増額、減額となっております。

それから、１６款寄附金です。指定寄付金です。これは先ほど歳出で説明しました総務

費寄附金で２２８万円。ふるさと整備資金で２０６万円ですが、一般寄附で６件、１０７

万円で、ふるさと納税で６３件の９９万円。ふるさと銀河線跡地活用等振興資金１３万円

は、ふるさと納税１２件分。町有林整備資金９万円は、ふるさと納税７件分。教育費寄附

金１９万円は、給食センター管理運営資金１１万円、これはふるさと納税７件分、スポー

ツ振興資金がふるさと納税４件分の８万円。民生費寄附金１１万円、地域福祉資金です

が、ふるさと納税で１０件分、１１万円。農林水産業費寄附金は１６万円、いきいき産業

支援資金、ふるさと納税１４件分の１６万円です。

１７款繰入金１項基金繰入金、２目のふるさと整備基金繰入金ですが、まず、５３０万

円の減額は、ふるさと納税事業確定に伴う５３０万円の減額。歳出の確定見込みに伴う減

額となります。その下、４目ふるさと銀河線跡地活用等振興基金繰入金の１１０万円の減

額は、地域交通確保対策事業の充当分の減額。これは歳出確定に伴って、それぞれ基金に

戻すということになります。

それから、１９款諸収入３項の貸付金元利収入、家畜導入貸付金収入ですが、７２８万

４,０００円は繰上償還分でして、牛２３頭分。

５項雑入、３目の雑入２６３万円の減額。これは各事業の確定なり確定見込みによる減

額が主な内容です。１節の介護予防支援報酬から４節学校給食費等、７節雑入までがそれ

ぞれ確定見込みなり確定による減額。なお、雑入の中で、一番下の新農林業人材育成プロ

グラム事業、参加者負担金２万円ですが、これは当初８名を見ておりましたけれども、１

名ふえて９名ということで、１名分です。その上、一つ飛んで上の支障物件移設補償費６

６万８,０００円は、北海道横断自動車道網走線の工事に伴って、光ケーブル移設の補償

費でございます。下勲祢別のストックヤード付近でございます。なお、工事につきまして

は、既定予算の中で既に執行してございます。

２０款町債ですが、これはそれぞれ総務債からございますが、歳出事業の確定なり確定

見込みによる減額、１,７６０万円の減額となります。

以上で歳入を終わりまして、６ページをお開きください。

６ページ、第２表繰越明許費でございます。

２款総務費１項総務管理費、太陽光発電設置事業５０万円、これは１件でございます。

５款労働費１項労働諸費、緊急雇用対策事業、町単独分、３５４万６,０００円。

６款農林水産業費１項農業費、農業競争力強化基盤整備事業、７,６５０万円。

８款土木費４項住宅費、社会資本整備総合交付金事業、公営住宅の建設関係ですが、

８,２０８万６,０００円であります。
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次、７ページをお開きください。

７ページは、第３表債務負担行為の追加の補正であります。３行目の庁舎警備・清掃業

務から、次のページの体育施設委託業務までは、４月１日契約に係る３月中の入札に伴う

債務負担行為でありまして、本予算が議決されたならば、入札を執行していきたいと思っ

てございます。

それから、８ページ、第４表地方債補正です。変更です。起債の目的、補正前、補正後

とございますが、まず、変更になる分が一番上の一般単独事業、弥生地区小規模治山事業

ですが、８００万円、補正前ですが、補正後は５４０万円で２６０万円の減額。その下、

緊急防災・減災対策事業３,７４０万円ですが、補正後は３,６００万円で１４０万円の減

額。過疎対策事業の総額３億４０万円ですが、補正後は２億８,６８０万円で１,３６０万

円の減額。内訳としては、２段目の移動通信用鉄塔施設整備事業１,４６０万円が８５０

万円、６１０万円の減額。一番下の林業専用道上勲祢別本苫務線開設事業７８０万円が６

５０万円で１３０万円の減額。次のページになります。経営林道陸別薫別支線事業１,５

６０万円が１,４８０万円、８０万円の減額。公用車購入事業、これは除雪専用車です

が、２,２２０万円が１,６８０万円、５４０万円の減額となります。

なお、補正前の利率、補正後の利率については、ここに記載のとおりでございます。

以上で、議案第３号の説明を終わりまして、次、議案第４号の説明に移ります。

議案第４号平成２９年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

国保会計につきましても、それぞれ事業の確定、事業の確定見込みによる減額が主な内

容であります。

まず、歳出。

２款の保険給付費１項療養諸費１目の一般被保険者療養給付費ですが、医療費が下がっ

てきておりまして、当初２億１,５００万円を見ておりましたけれども、２億１,０００万

円ということで５００万円の減額。

その下の２項高額療養費についても、２,８００万円から３００万円の減額。

それから、３款の後期高齢者支援金等で、１９節ですが、１３４万円。これは医療費拠

出金ですが、確定による増額となります。

それから次のページ、４款の前期高齢者納付金等、これについても確定見込みよる７,

０００円の増。

６款介護保険納付金、これは確定見込みによる１５万７,０００円の減額。

７款共同事業拠出金、１目の高額医療費拠出金、これは確定見込みによる３１８万円の
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減額。

３目の保険財政共同安定化事業拠出金、これも確定見込みによる減額、２９１万８,０

００円。

それから、９款諸支出金、直営診療施設勘定繰出金、これは確定見込みによる減額とな

ります。へき地診療所の運営費分でございます。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページに行きます。

歳入は４ページです。

２款国庫支出金１項国庫負担金、まず、１目療養給付費等負担金、これは確定見込みに

よる減額、１,０３１万６,０００円の減額。

３目の特定健康診査等負担金、過年度分ですが、２８年度精算に伴いまして過年度分の

交付、４万７,０００円の補正。

それから、２項の国庫補助金１目財政調整交付金、先ほどの直診会計への繰出金の減額

３７５万７,０００円と同額です。

４款前期高齢者交付金については、確定見込みによる減額、１２９万９,０００円の減

額。

次のページ、５款道支出金の特定健康診査等負担金、これも過年度分です。国庫支出金

と同額、２８年度分精算に伴う追加の交付、４万７,０００円。

６款共同事業交付金、１目の共同事業交付金につきましては、確定見込みによる減額、

１４２万５,０００円。

２目の保険財政共同安定化事業交付金についても、確定見込みによる減額、３２万３,

０００円の減額。

８款の繰入金、一般会計繰入金ですが、保険基盤安定繰入金８万３,０００円の確定見

込みによる追加の補正。それから、その他一般会計繰入金３７４万８,０００円の減額。

財政対策分、確定見込みによる減額です。

９款繰越金については、前年度繰越金４０２万６,０００円の全額を計上しました。

以上で議案第４号の説明を終わりまして、次、議案第５号の説明に移ります。

議案第５号平成２９年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第

４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

事項別明細書、歳出、６ページをお開きください。

２、歳出、６ページです。
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１款総務費１項施設管理費、一般管理費ですが、手当で時間外勤務手当５０万１,００

０円の減額。１１節、３４万８,０００円の追加。ここで丸がついて消耗品費とございま

す。これについては補正予算はございませんので、２本線で抹消していただきたいと思い

ます。燃料費は、単価改正に伴う不足分３４万８,０００円の追加の補正であります。

給与費明細書は７ページ、８ページにありますので、後ほどごらんいただきたいと思い

ます。

それでは、歳入の５ページをお開きください。

歳入では、４款繰入金、一般会計からの繰入金で３６０万４,０００円の追加。あわせ

て、国保会計からの繰入金で３７５万７,０００円の減額であります。

４ページをお開きください。

４ページは、第２表債務負担行為です。

診療所清掃等委託業務３４６万６,０００円、医療事務委託業務１,４８３万３,０００

円、夜間休日警備委託業務６７５万３,０００円、これは先ほど説明しましたように、４

月１日からの契約になります。３月中に入札執行を予定しております

以上で、議案第５号の説明を終わりまして、次、議案第６号の説明に移ります。

議案第６号平成２９年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出ですが、この会計も各事務事業の確定なり確定見込みによる減額が主な内容に

なります。

まず、１款総務費の一般管理費２７万３,０００円の減額。時間外勤務手当、職員の分

で１７万１,０００円の減額。１３節も入札執行残の３万２,０００円の減額。１８節備品

購入費については、検針用ハンディーメーターの入札執行残７万円。

２款の施設費１項の施設管理費１目の施設維持費、１０８万９,０００円の減額。これ

は委託料２８万４,０００円の減額、工事請負費で１１万８,０００円の減額。これはそれ

ぞれ入札の執行残でございます。次のページ、備品購入費、管理用備品６８万７,０００

円の減額は、水道メーター、確定見込みによる減額。

２目の施設新設改良費１２８万２,０００円の減額は、委託料１０万４,０００円の減

額、工事請負費１１７万８,０００円の減額は、それぞれ入札執行残でございます。

給与費明細書、９ページから１０ページでありますので、後ほどごらんいただきたいと
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思います。

それでは、歳入、５ページをお開きください。

歳入、５ページ。

１款使用料及び手数料１項使用料の１目水道使用料、水道使用料の減額７０万円でござ

います。

それから、２項手数料１目の水道手数料１節設計手数料、新設工事審査手数料４万円の

補正ですが、当初５件を見ておりましたけれども、１０件ということで５件の増。その他

工事審査手数料１万２,０００円の補正ですが、当初５件を見ておりましたけれども、８

件ということで３件の増。合わせて５万２,０００円の補正でございます。

２款国庫支出金、１目の簡易水道事業補助金２万２,０００円の減額は、事業確定に伴

う減額でございます。

次のページ、４款繰入金の一般会計繰入金１８９万１,０００円の減額、財政対策分、

これは確定見込みによる減額。

６款諸収入、１目雑入８万３,０００円の減額は、まず、下水道の事務負担金の減額、

確定見込みによる減額、４万８,０００円。それから、消火栓整備等補償費３万５,０００

円の減、これも確定見込みによる減額です。

以上で歳入を終わりまして、４ページをお開きください。

４ページ、第２表債務負担行為です。

簡易水道施設維持委託業務７６３万６,０００円、これは先ほど説明したとおり、４月

１日契約に係る、３月中に入札を執行するものでございます。

以上で議案第６号の説明を終わりまして、議案第７号に移ります。

議案第７号平成２９年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

それでは、事項別明細書、歳出、６ページをお開きください。

２、歳出。この会計も各事務事業の確定なり確定見込みによる減額が主な内容です。

１款総務費、１目一般管理費、手当で職員時間外勤務手当２８万５,０００円の減額。

それから、委託料５万８,０００円の減額。これは確定見込みによる減額。１９節も確定

見込みによる減額でございます。

それから、２款施設費、１目の施設維持費、まず、需用費で光熱水費、浄化センターの

電気料が不足するということで１５万２,０００円の追加。委託料の５３万９,０００円の
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減額。それから、１５節の１１万２,０００円の減額は、それぞれ入札の執行残でござい

ます。それから、次のページ、１８節備品購入費については、確定見込みによる減額。

３款事業費の１目下水道建設費１３節委託料については、入札執行残でございます。１

３万７,０００円の減額。

給与費明細書は、８ページから９ページをごらんください。

以上で歳出を終わりまして、歳入、５ページをお開きください。

１、歳入で、１款の分担金及び負担金１項分担金１目の下水道事業分担金ですが、受益

者分担金３０万円の追加の補正。これは２８年度分の２年目に係る１２戸分の追加でござ

います。

２款使用料及び手数料、１項使用料の下水道使用料１１０万円の減額。本年の１月末で

８,５５０件ですが、２９年の１月末では８,６２４件でして、マイナスの７４件分、１１

０万円の減額となります。

４款繰入金、一般会計繰入金、確定見込みによる２９万９,０００円の減額。

７款財産収入１項財産売払収入１目の物品売払収入、不要品売払収入３万３,０００円

ですが、これは鉄くず関係での売り払いの収入でございます。

以上で歳入を終わりまして、４ページをお開きください。

第２表債務負担行為。

陸別浄化センター維持委託業務３,１７７万７,０００円ですが、これも同じく４月１日

契約でございまして、３月中に入札を執行する予定でございます。

以上で議案第７号を終わり、次、議案第８号に移ります。

議案第８号平成２９年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）は、次

に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出です。この会計もいままで説明しました会計と同様に、事務事業の確定なり確

定見込みによる減が主な内容です。

１款総務費の１目介護認定審査会費２５万円の減額は、３町の審査会でして、職員の退

職に伴う減額。

２款保険給付費１項介護サービス等諸費については、１目の居宅介護サービス給付費に

ついては、当初１１４人を見ておりましたけれども、１３０人で、１６名の増で１５８万

円の追加。

その下、３目施設介護サービス給付費、これについては２１７万円の減額ですが、特養

４２名が３８名で４名の減。老健の１人が２人ということで１名の増であります。

それから、４目居宅介護福祉用具購入費１８万円の減額は、当初７名を見ておりました
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が、９名ということで２名ほどふえましたが、単価の減額がございまして、１８万円の減

額。

それから、５目居宅介護住宅改修費、住宅改修費、６名から５名、１名の減で６１万円

の減額です。

それから、２項介護予防サービス等諸費、これは１目介護予防サービス給付費から４目

介護予防住宅改修費までは、それぞれ確定による人数の減が主な内容です。合わせて１２

５万円の減額。

３項その他の諸費、審査支払手数料、役務費４万円の減額は、確定見込みによる減額。

次のページ、４項の高額介護サービス等費、高額介護サービス費、１１万円の減額は、

これも人数の減に伴う減額。

それから、５項の高額医療合算介護サービス等費も、人数が当初４９名を見ておりまし

たけれども、６３名が見込まれるということで、１４名ほどの増。１６０万９,０００円

の増でございます。

６項特定入所者介護サービス等費については、８１万円の減額。これは利用者１名の減

でございます。

それから、次のページ、３款地域支援事業費１項介護予防・生活支援サービス事業費、

１目の介護予防・生活支援サービス事業費、まず、委託料で１０９万５,０００円の減

額。総合事業でして、これも一般会計で説明したと思いますが、訪問型サービスＡの関係

でございますが、当初５人を見ていて、６８４回を見ておりました。結果、３名の２５７

回ということで、２名の減と、回数で４２７回の減でございます。それから、１９節、１

８１万１,０００円の減額は、第１号事業給付費でございまして、訪問型が４８回から５

２回で、４回の増。一方で、通所型が２４８回を見ておりましたけれども、１６８回でマ

イナス８０回と。回数の減でございます。

２目の介護予防ケアマネジメント事業費、委託料２６万３,０００円については、総合

事業の減額でして、当初１０人の１２０件を見ておりましたけれども、５人の５８件とい

うことで、人数で５名の減、件数で６２件の減でございます。

３項の包括的支援事業・任意事業費でございます。１目の包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援事業費、委託料３６万７,０００円の減額は、確定見込みによる減額。

次のページ、４項その他諸費１目審査支払手数料、役務費２万１,０００円の減額は、

当初５４４件を見ておりましたけれども、２２０件ということで３２４件の減となりま

す。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページに行きます。

歳入ですが、資料のナンバー９に２９年度の介護給付費負担金所要額一覧、それから、

資料ナンバー１０に２９年度の地域支援事業財源充当資料がありますので、後ほどごらん

いただきたいと思います。

まず、１款介護保険料、第１号被保険者保険料４２万円の減額です。これは確定見込み
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による減額。普通徴収分で３７万７,０００円の減額、特別徴収で４万３,０００円の減額

です。

２款国庫支出金の１項国庫負担金、この国庫支出金から６款の一般会計繰入金までは、

各負担割合に基づく予算計上でして、ほとんどが歳出確定に伴っての減額でございます。

１目の介護給付費負担金で２４３万７,０００円の減額。

２項国庫補助金、１目調整交付金で３３万円の減額。

２目地域支援事業交付金で６１万６,０００円の減額。

次のページ、３款道支出金ですが、１項道負担金、１目介護給付費負担金で１３６万

９,０００円ほどの追加。

２項道補助金１目の地域支援事業交付金で３８万５,０００円の減額。

４款支払基金交付金、１目介護給付費交付金で２７４万３,０００円の減額。

２目の地域支援事業支援交付金で８６万３,０００円の減額。

６款繰入金１項他会計繰入金、一般会計繰入金は１１０万円の減額で、説明欄に記載の

とおりでございます。

６款繰入金の２項基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金２２１万３,０００円の追加

でございます。

８款諸収入、雑入で、介護扶助審査判定業務費３６万７,０００円の減額。これは介護

支援専門員のケアプラン委託料の確定見込みによる減額。それから、総合事業、訪問型

サービスＡの参加者負担金１０万９,０００円の減額。先ほど説明した人数の減と回数の

減に伴うものです。

以上で議案第８号の説明を終わりまして、議案第９号に移ります。

議案第９号平成２９年度陸別町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

歳出、５ページです。

１款総務費、１目一般管理費、１５万４,０００円の減額です。委託料で１１万１,００

０円の減額。これは各種予防接種ですが、インフルエンザの予防接種。当初４００人を見

ておりましたけれども、３６３人ということで３７名分の減、１１万１,０００円の減。

同じく扶助費で４万３,０００円の減額。インフルエンザワクチン接種費の助成でありま

すが、当初２０名を見ておりましたけれども、１０名ということでマイナス１０名分、４

万３,０００円の減額です。

２款の後期高齢者医療広域連合納付金、これについては、７５万８,０００円の補正。

これは特別徴収保険料の増でございます。
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以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページに行きます。

歳入、４ページですが、１款後期高齢者医療保険料、特別徴収分で１３９万３,０００

円の追加の補正。特別徴収の割合は５３.８％でございます。普通徴収保険料分が６３万

５,０００円の減額。割合は４６.２％でございます。当初、被保数は５５０人でありまし

たけれども、現在５６１名ということで、１１名ほど被保数がふえてございます。

３款繰入金、１項他会計繰入金、事務費繰入金、これは歳出、一般管理費１５万４,０

００円の減額分でございます。

以上で議案第３号から議案第９号までの説明を終わります。以後、御質問によってお答

えしたいと思いますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 昼食のため、午後１時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時１０分

再開 午後 １時１０分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

これから、議案第３号平成２９年度陸別町一般会計補正予算（第７号）の質疑を行いま

す。

第１条、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。

事項別明細書は１９ページからを参照してください。

１款議会費、１９ページから、２款総務費、２４ページまで。

１番中村議員。

○１番（中村佳代子君） それでは、２１ページの企画費、委託料のふるさと納税業務委

託についてと、次のページの補助金、まちづくり事業についてお伺いしたいと思います。

ふるさと納税業務委託に４５６万８,０００円の減額と出ていますけれども、これにつ

いての納税額の合計と件数、返礼品の合計、委託料などを引いて、実際に幾ら、町に入っ

たのかを知りたいと思います。

それと、これは使用目的がいろいろ書かれていたと思うのですけれども、項目があっ

て、町長にお任せというのも最後にありましたけれども、皆さん、その目的別に納税され

ているのかと、あと、ふるさとチョイスを使ってきたものと、直接役場のほうに送ってき

たものと、その辺の割合を知りたいと思います。

それとまちづくり事業についてですけれども、利用実態、解体件数とか、内容について

も教えてください。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず、ふるさと納税の委託料の関係でございます。

１月のときに確定した数値が出ておりますので、その数値でちょっとお答えさせていた

だきたいと思います。

１月末で１９１件、２７０万円の納税がございました。歳出につきましては、ふるさと
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納税関係合わせまして１０１万５,０２３円となっておりまして、差し引き１６８万４,９

７７円となっております。

これにつきまして、実は６２.４１％が町に入ったような形になっていますけれども、

実質は、返礼品が送られて、その後に町のほうに請求が来ることになりますので、タイム

ラグが大分あります。しかも１２月に納税された方が多かったということもありまして、

このような比率になっております。実質的には３割程度が町に入ってくる分になろうかな

と思います。

ふるさと納税の基金というか、使途の関係ですね。こちらにつきましては、町長にお任

せを除きまして、各基金に積み立てをするということでお知らせしておりまして、ふるさ

と整備基金、いきいき産業支援基金、ふるさと銀河線跡地活用等振興基金、町有林整備基

金、地域福祉基金、給食センター管理運営基金、スポーツ振興基金、この７項目で指定を

していただいて、寄附をいただいておりまして、これらにつきましては全部、これ以外の

ところにというものはございません。今言いました１月末までの１９１件につきまして

は、この中で全部振り分けられておりまして、今回の補正予算の中に全て入っておりま

す。

それから、ふるさとチョイスとの関係ですけれども、ふるさと納税、２９年度、これま

でに……。済みません。１月末で統一してお答えしますと、１月末までで２０３件ござい

まして、１２件につきましては直接窓口に持ってこられたことになっております。この件

につきましては、ふるさと納税ではあるのですけれども、ふるさとチョイスと同じような

返礼品については指定をされておりませんで、町のほうからお返しということでしている

ケースはございますが、一般的に基金等に積み立てをしますけれども、ふるさとチョイス

と同じ扱いでないのが１２件あるということになっております。

それから、空き家解体の関係につきましては、２９年度は、これまで１３件ございま

す。新築が２件、１１件が更地というような状況になっております。

まちづくり補助金につきまして、空き家解体のほかに１件ございまして、２９年度につ

きましては、１件、４３万２,０００円の補助金が出ているところであります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） 今の中村議員と同じところのふるさと納税の関係なのですが、当

初、予算で６５４万９,０００円ということで、業務委託ということで、今回４５６万８,

０００円の減ということで、２００万何がしかのということなのですが、最初の、目標値

だったのかどうかというところに入るのですけれども、実際、先ほどの副町長の説明を聞

くと、ふるさと納税ということで、僕的にはすごく効果があって、いったのかなというこ

となのですけれども、この数字を見るといかなかったとかって、行政側の評価というのは

どこにあるのかなということで、職員は本当に一生懸命やっているのかなと思っておりま
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す。

非常にヒットさせるのが難しいというか、どこでヒットするかわからないというような

感じでいくのかなと思っているのですが、予算的な、今年度の予算のところでは３２７万

５,０００円とかということになっているのですが、そこら辺の評価という部分ではどの

ようにお考えか、伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず、ふるさと納税につきましては、昨年６月末から始まり

まして、当町についても、足寄、本別がやっておりまして、一緒に３町でいろいろ制度を

聞きながらやっていこうということで進めたところですけれども、当初、足寄、本別が非

常に件数が多くありまして、当町におきましても、これは金額を出すためのものなのです

けれども、１万円で１,０００件程度を過不足ないようにということで予算を見ておりま

した。今回、補正で減額しているのは大体４分の１程度、２５０件程度になろうかという

ことで減額をしております。ちなみに、２月末の件数で２０３件、ネットを通して入って

くるふるさと納税が２０３件となっておりますので、大体予算見込みに近い数字になって

いるかなと思います。

ちなみに、ふるさと納税、これまでの納税の件数を言いますと、２８年度は１５件、２

７年度は１９件、２６年度は、ちょっと逆に追っていきますが、２６年度は２１件と、件

数としては、そういう件数から今回２００件という件数に伸びておりますので、効果とし

てはあったのではないかというふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 評価という部分でいきますと、従来、２８年度は一般的な寄

附だけだったのですね。ただその目的、例えば基金にこれを積んで寄附しますとか、母が

生前お世話になりましたとか、そういった一般的な寄附が２８年度までだったのです。金

額自体は１件当たり何万とかありましたけれども、件数自体は少なかったと。ただ、２９

年度からふるさと納税という部分で返礼品を、生産者の皆さんに協力いただいて取り組ん

で、やっぱり一般寄附以外に２７０万円の指定寄附がふるさと納税として入ってきている

という事実は、やっぱり取り組んだ成果だというふうに思っています。

確かに当初の目的の１,０００件から件数自体は下がっていますけれども、やっぱりそ

の中身、返礼品だとかそういったものをまた充実させながら、息の長い取り組みをしてい

かなければならないのかなと。この制度を入れてよかったなというふうには思っていま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ２０ページの関係で、節で１５、１８と１３の中で、この関係に

ついて不用額で出ているのですけれども、鉄塔関係ということで、先ほどの１号議案のあ
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れなのですけれども、昨年の３月の当初予算では５,６００万円だったのですけれども、

工事の請負、発注を見ますと、１億１,１００万円、そういうようなちょっと数字の動き

が、使うものは使う、あるいは、こうやって不用額になるのですけれども、総体的にどう

いう形であれが実現したのかちょっと、もう一度説明願います。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ただいまの御質問、移動通信用鉄塔施設整備事業の関係でご

ざいますが、これは当該年度で調査設計も一緒にやる事業でありました。それで、当初予

算におきましては、最大の設計を見ております。具体的な内容としましては、地盤の調査

が、やる前でしたので、地盤がどうなっているかわからないということをもって、当初、

アングルトラス構造の鉄塔を想定しておりました。アングルトラス構造というのは、Ｌ字

鋼というのでしょうか、それを組み合わせていくというか、そういう構造で、基礎がもっ

と大きなもので想定して設計をされておりました。ただ、調査設計の結果、地盤が良好で

あるということで、実施に当たりましてはコンクリート柱で同じ高さをたもてると、２８

メートルの鉄塔を建てられるということで、大幅に工事費が減っております。工事請負費

と委託料についてはそういうこともあります。

それから、備品購入費については、当初、通信規格をＬＴＥという規格で見込んでおり

ました。ただ、補助事業としては、今ある最低の規格で申請しなければならないというこ

とになりまして、３Ｇの備品が納品されることになります。第３世代の３Ｇの規格ではあ

りますが、実は、それによって事業は完了するのですが、その後、通信事業者のほうで自

前の事業といいますか、それで５月か６月ぐらいまでに第４世代の４ＧとＬＴＥという規

格の備品を入れることになっておりますので、ちょっとの間は３Ｇという、ちょっと規格

が、通信速度が遅いわけですけれども、そういった事業という内容で今回減額となってお

ります。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） なければ、３款民生費、２４ページ下段から、４款衛生費、３０

ページ下段まで。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） ２５ページ、１３節委託料で手話通訳者・要約筆記者派遣、７万

２,０００円の減というところでありますが、先ほどの説明で予算措置というか、そうい

うような説明があったのですが、これずっと当初予算からなって流れがあると思うのです

けれども、これの要望というか、１年の間にこういうことをしてほしいということがあっ

てなかったことか、それか、これはこのようにつけていかなければいけないというか、こ

の７万２,０００円という数字があると思うのですけれども、つけていかなければいけな

いことなのか、この現状というのはどんな状況になっているのかを伺いたいです。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ただいまの２５ページの委託料７万２,０００
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円と連動しているのが、その一番上にあります報償費、謝礼金がございますが、これは手

話通訳者と要約筆記者の事業を行った場合に必要な予算なのですが、こちら、実は国の必

須事業に位置づけられておりまして、一応やるよという意思ということがありますので、

予算を措置しなければならないということになります。基本的に、これはニーズがなけれ

ば派遣をいただかないということになりますので、これは毎年予算を上げては、実績がな

ければ、そのまま３月で落とすという形になっていくかなと思います。

もし考えられる、事業として必要なことが起きるとすれば、聴覚障がい者が主になると

思うのです。手話通訳ですので。その方々が陸別に集って、結構大きなイベントが行われ

るとなれば、これはもう派遣しなければならないかなと思いますが、現状で陸別でそうい

うこともございませんですし、今後もあれば対応できるようにということの予算措置であ

ります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番中村議員。

○１番（中村佳代子君） それでは、２６ページの社会福祉総務費の扶助費の支援費につ

いてお伺いしたいと思います。

障害者介護給付費１,２５９万６,０００円の不用額と、障害者訓練等給付費が６９９万

１,０００円のちょっと多額な不用額が出ていますけれども、これは大幅な人の動きとい

うか、利用者の減があったのでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 保健福祉センター次長、丹野君。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 先ほど副町長の説明でもありましたけれども、

人数の減ということでありますが、こちらの１,２５９万６,０００円のほうは介護給付費

で、日中活動というものがまずあります。療養介護、施設入所支援、居宅介護、短期入所

というサービスがそれぞれございますが、その中で日中活動につきましては、当初２５

名、延べ日数で６,７２５日を見ておりましたけれども、１名減りまして、５,７６６日の

利用となっております。続きまして、施設入所支援ですけれども、当初予算では２３名を

見込んでおりまして、延べ日数で８,３３６日を見ておりましたが、執行の見込みですけ

れども、１名減の２２名で、見込み日数が７,４３５日。それから、居宅介護が４名を見

込んでおりまして、述べ時間で２８２時間を見ておりましたけれども、執行見込みで１名

の３３.５時間ということで、短期入所、当初は１名を見ておりましたけれども、見込み

はゼロということで、人数としては多い人数ではありませんが、それぞれの給付しなけれ

ばならない金額そのものが大きいものですから、このような金額になるということであり

ます。

その下の６９９万１,０００円も同じような考え方でございますけれども、こちらは障

がい者の日中活動、当初予算２４名を見ておりまして、延べ日数が６,４４７日を見てお

りました。人数は変わらなかったのですが、見込みで５,４８１日と。それから共同生活

援助がございますけれども、こちらが２２名から２１名に減っております。日数も８,０
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２６日から７,５８２日ということで、予算の見方としては、基本的に想定される人数を

マックスで給付する関係があるので見ます。実際、中で動いた、人が減ったとかというこ

とがありますとこういうことになって、最終的に３月の補正でこのように落とすというこ

とになろうかと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、５款労働費、３０ページ下段から、６款農林水

産業費、３３ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、８款土木費、３３ページ下段から、９款消防費、３６ペー

ジまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１０款教育費、３７ページから、１２款公債

費、４１ページまで。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） ３８ページの１目学校管理費の１９節負担金補助及び交付金のと

ころですね。教職員の人間ドック助成ということで、小学校の関係だと思うのですけれど

も、３万６,０００円、これも、中学校も、両方３万６,０００円ずつなっていて、小学校

は全部が執行されないという状況なのですけれども、この辺はどんな状況が。受けていな

いということだと思うのですけれども、そこら辺はどういう状況なのかということをまず

伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 有田教育委員会次長。

○教育委員会次長（有田勝彦君） 負担金、教職員人間ドック助成３万６,０００円の減

の関係でありますけれども、小学校、中学校とも、毎年健康診断は基本的に全員受診して

いるというところでありますけれども、ここの部分については、通常の健康診断より、よ

り詳細な健診ができるというものでの人間ドックというふうな押さえでありますけれど

も、これにつきましては対象者が３５歳以上の者ということでありますので、毎年、この

３万６,０００円の予算枠組みをしております。内訳といたしましては、負担金１万２,０

００円の３人分ということでありますので、今回、小学校におきましては、希望者がいな

かったということで、全額、３万６,０００円減額しております。

逆に中学校のほうについては、同じ３万６,０００円をつけておりますけれども、希望

者がありまして、ちょうど予算分の３人分の手当てができるというような状況で、今回、

全額を支出しているというような状況であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ４番本田議員。
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○４番（本田 学君） また予算がついていくと思うのですけれども、この希望というと

ころになると、今、３５歳ですね。ということは、僕の頭の中で今、若い人ばっかりです

ね、考えてみたら、小学校は。対象者も少ないし、その中でやる人も少ないしというとこ

ろなのですね。

ちょっと危惧したのは、健康診断を全員受けているということなので、それのより一層

レベルの高いところの人間ドックというやつで、今３万６,０００円を予算措置している

という状況ということでよろしいですか。

○議長（宮川 寛君） 有田教育委員会次長。

○教育委員会次長（有田勝彦君） 今言われたとおり、健診につきましては、所定の健診

を毎年、町の診療所のほうで受けております。あくまでも３５歳以上で希望者につきまし

ては、人間ドックの申し込みをしていただいておりますけれども、これは道教委のほう

で、共済事業のほうで実施をしており、あくまでも手を挙げてから、当たった希望者につ

いて人間ドックが受診できるということでありますので、応募者が全員受診できるという

状況ではありませんので、基本的には毎年小中３人ずつということで予算組みをしており

ますけれども、３人以上の応募がありまして、３人以上、４人とか５人とか、もし当たっ

た場合については、町のほうに補正でお願いをしていきたいというような考え方でありま

す。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳出全般について行います。

ただし、款を区切っての質疑は終わりましたので、他の款との関連あるもののみとしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳出についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。

歳入の事項別明細書は１０ページから１８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、以上で、歳入についての質疑を終わります。

次に、第２条、繰越明許費、第３条、債務負担行為の補正、第４条、地方債の補正につ

いて質疑を行います。６ページから９ページの第２表から第４表を参照してください。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ６ページの繰越明許の関係なのですけれども、先ほどの歳出の関

係で、農林水産業費については新たにまた予算を組んだのですけれども、これは平成２９

年から継続事業で、農業競争力強化基盤整備なのですけれども、７,６５０万円。今回の

補正では６,７００万円という感じなのですけれども、これは昨年の事業と引き続いた数

字なのか、その辺、ちょっと説明をもう一度お願いします。

それから、８款の土木費、住宅費ですけれども、先ほどの補正の関係で支出でいくと、

８,２０６万８,０００円ですね。ここで繰越明許を出されているのは８,２０８万６,００
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０円ですけれども、些少な金額ですけれども、この差について説明願います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） それでは、農業競争力強化基盤整備事業の繰り越し分の

関係について説明をいたします。

今回計上している７,６５０万円というのは、先ほども説明があったかと思うのですけ

れども、２９年度補正で国から予算がついた分をそのまま増額ということで、繰越明許と

いうことで出しております。

今回の補正額との差額が出ておりますけれども、これについては、昨年も同様な形の取

り扱いをしておりましたけれども、まず、２９年度当初分での動きがあります。

済みません。２９年度の繰り越しの分ですね。７,６５０万円というのは、資料ナン

バー７の平成２９年度補正繰越事業の総事業費３億６００万円の２５％、７,６５０万円

が地元負担ということで、この分を計上しております。

補正のほう、６,７０９万円との差額というふうになるのですけれども、平成２９年度

の当初で総事業費２億１,０００万円として、そのうち２５％、５,２５０万円が地元負担

ということで当初予算を計上しておりましたが、２９年度事業実績で総事業費が１億７,

２３５万９,９００円ということで、そのうちの２５％、地元負担が４,３０８万９,９７

５円ということで、この差額が９４１万２５円の減というふうになりまして、それと先ほ

ど申し上げました７,６５０万円の差額が補正予算のほうに出てきている６,７０９万円と

いう形になっております。

今回繰り越しするのは、２９年度補正分ということで、３億６００万円の２５％分、

７,６５０万円という形になっております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） ８款の関係なのですけれども、歳出の３５ページを見ていた

だければ、役務費と工事請負費があるのですけれども、その合計額が繰越額ということに

なります。多分２万６,０００円が足りないのではないかということだと思うのですけれ

ども、役務費で、建物にかかわる確認申請手数料ということで、役務費も繰り越すという

ことで、合わせて８,２０８万６,０００円ということになっております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ６款の農林水産業費の関係で今説明を聞いたのですけれども、昨

年の事業から取り組んでいる基盤、簡単に言えば畜産センターの雑用水の関係とか、ある

いは監視舎の関係とか、そういういろいろな整備、もちろん草地事業もあるのですけれど

も、複雑な説明で大変わかりにくいのですけれども、こういうものについては、それなり

に我々にわかるように資料としてつけてもらいたいと思うのですけれども、いかがなもの

ですか。



― 42 ―

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 資料のナンバー７には、トータルの事業費しか出してお

りませんけれども、なかなか複雑な表になり過ぎて、字が大変細かくなってしまうという

ところはあるのですが、今後、わかりやすいような資料をつくるように努めていきたいと

思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、最後に歳入歳出全般についての質疑を行います。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは、今回の予算書に予算額の補正はございませんので、こ

のタイミングで質問させていただきます。

歳出の６款農林水産業費１項農業費の４目の畜産業費に関することであります。

昨年５月２９日に開催されました臨時議会におきまして、バイオマス事業導入支援業務

に係る予算額１,２９６万円が補正されております。このことによりまして、委託業務３

件、これが契約締結されております。電力系統連携申請書作成・申請支援業務、それか

ら、特別目的会社設立補助業務、そして、バイオマス事業基本設計・仕様書作成業務、い

ずれもバイオマスリサーチ株式会社に発注されておりますが、このうち電力系統連携申請

書作成・申請支援業務と基本設計・仕様書作成業務につきましては、契約期間の終了日が

ことしの１月３１日となっておりますので、業務が終了して、検収も終わり、成果品を受

け取っているものと考えております。

内容につきましては、これまで何回か議員協議会等で説明を受けているわけであります

が、今回受け取った成果品の内容につきましても、いずれ説明があろうかと私どもも思っ

ておりますが、想定されております受益者の状況、農家の状況も変わってきていると思い

ます。それで、今後のスケジュールをどのように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） バイオマス関係でございますけれども、今、議員もおっ

しゃられたように陸別町特別目的会社設立補助業務と、陸別町電力系統連携申請書作成・

申請支援業務、そして、陸別町バイオマス事業基本設計・仕様書作成業務の三つを発注し

ておりました。そのうち電力系統連携申請書作成・申請支援業務とバイオマス事業基本設

計・仕様書作成業務につきましては、１月末をもって事業完了ということで成果品等を受

けております。

今後のスケジュール等の関係につきましてですけれども、今回、業務が終了したバイオ

マス事業基本設計・仕様書作成業務、それと今月末までが契約期間となっております特別

目的会社設立補助業務の成果品に基づきまして、今までも年度途中、農協さん、それと農
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家さん等とも協議をしながら進めてきておりますけれども、今後も農協さん、それと農業

者の皆さんと協議をどんどん進めまして、改めて議会の皆様にも報告、相談をしながら進

めていくこととなる予定です。

平成３０年度につきましては、この農協さん、農家さんとの話し合いの継続ということ

と、並行してプラント、ハード面ですとか、特別目的会社の設立に向けての協議とあわせ

て資金関係の検討、さらには対象となる土地の調整、土地に関しての各種手続、調査を含

めて補助金等の交付申請の準備などを進めていくような形になる予定で考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第３号平成２９年度陸別町一般会計補正予算（第７号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第４号平成２９年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから９ページまでを参照してください。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第４号平成２９年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。
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したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５号平成２９年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第４号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから６ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、第２条、債務負担行為について質疑を行いま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５号平成２９年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第４号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第６号平成２９年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の

質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、債務負担行為について質疑を行います。

４ページ、第２表を参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６号平成２９年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を

採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第７号平成２９年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから７ページまでを参照してください。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ５ページの歳入の関係なのですけれども、１１０万円減額になっ

ているのですけれども、先ほどの説明では、当初の件数よりも７４件減だということで１

１０万円、使用料が減ったということなのですけれども、今後もやっぱり町民の全体的な

動向の中で、７４件というのは、比重的にはかなり重いものがあると思うのですけれど

も、今後こういう原因については、転出というのですか、町外に行ったとか何とかか、そ

れか、簡単に言えば、７４件の減った理由についてわかれば教えていただきたいのですけ

れども。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 先ほど副町長のほうから、７４件分という数字が出ているの

ですけれども、これは１年間の延べ数ということで押さえていただきたいと。だから、７

４件を１２で割ると、約７戸から６戸が減っていると。戸数にするとそういう戸数になり

ます。

６戸ということですので、転出者の可能性もあるし、全体的に、先ほど簡易水道でも

あったのですけれども、水道の使用量が減っているということで、それにリンクして下水

道料金も減るということですので、使用量の関係だとか、当然、転出者の詳しい数まで把

握はしていませんけれども、そういったものが主な原因かなというふうに思っておりま

す。

それと、あと当初予算では２,６００万円ほど歳入を見ていたのですけれども、前年度

の比較ということで、今回の補正は今年度の比較ということで、その１年のギャップとい

うか、ずれがあるものですから、そこら辺で多少の誤差が出ているということもありま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） いいですか。

次に、第２条、債務負担行為についての質疑を行います。

４ページ、第２表を参照してください。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。
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これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７号平成２９年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８号平成２９年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第４

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから１１ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８号平成２９年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第４

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第９号平成２９年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第９号平成２９年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
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を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。

次の日程に入る前に申し上げます。

本日、町広報に使用するため、町民課広報担当職員による写真撮影を会議規則第１０３

条の規定に基づき議長により許可しておりますので、御了承願います。

午後２時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 １時５７分

再開 午後 ２時１４分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 平成３０年度町政執行方針・教育行政執行方針

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１２ 町長及び教育長より、平成３０年度行政執行方針を

述べたいとの申し出があります。発言を認めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 平成３０年陸別町議会３月定例会の開会に当たり、町政

執行について私の所信と諸施策の一端を申し上げ、町議会議員の皆さん並びに町民の皆さ

んに町政全般への御理解と御協力をお願い申し上げます。

政府は、今後の経済財政運営に当たっては、引き続き「経済再生なくして財政健全化な

し」を基本とし、６００兆円経済の実現を目指す。少子高齢化という最大の壁に立ち向か

うため「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として２０２０年に向けて取り組ん

でいく。世界に胎動する「生産性革命」を牽引し、これを世界に向けて実現することを最

重要課題と位置づけ、３年間を集中投資期間として期限を区切り、その実現に取り組む。

また、「人づくり革命」は長期的な課題であるが、２０２０年度までの間に、これまでの

制度や慣行にとらわれない新しい仕組みづくりに向けた基礎を築く。成長と配分の好循環

により、国民全体が成長を享受できる「全世代型」の社会保障制度により、子育てや介護

に対する不安なしに誰にでも活躍の場があり、お年寄りも若者も安心して暮らすことがで

きる社会を目指す。財政健全化については、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の

黒字化を目指すという目標を堅持し、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引き下げを目

指すとしています。

なお、平成３０年度の我が国経済は、海外経済の回復が続く中、政策効果も相まって、

雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環がさらに進展する中で、民需を中心とした景
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気回復が見込まれるとしています。

しかしながら、所得水準が比較的低い地方においては、いまだになかなか景気回復が実

感できない状況にあります。

このような中、編成された国の平成３０年度一般会計予算の規模は、前年度に比較し、

２,５８１億円、０.３％増の９７兆７,１２８億円、そのうち歳入における税収は１兆３,

６７０億円増の５９兆７９０億円で、公債金（借入金）は６,７７６億円減の３３兆６,９

２２億円と圧縮され、税収は公債金を昨年度に続き上回り、公債依存度は３４.５％と前

年度に比較して０.８％の減となっております。

公債金の内訳は、建設公債が６兆９４０億円、赤字公債が２７兆５,９８２億円であり

ます。

また、歳出における国債費（借入返済）は２３兆３,０２０億円、前年度に比較して２,

２６５億円減少はしたものの、歳出全体の約２３.８％を占めており、引き続き大変厳し

い状況にあります。

なお、地方自治体に直接影響のある地方税、地方交付税等の地方一般財源総額について

は、６２兆１,１５９億円と前年度と比較して３５６億円、０.１％の増となっており、実

質的には平成２９年度と同水準が確保されているところであります。

今後、国の財政政策、金融政策、成長戦略が、地方経済にとって景気回復の実感が得ら

れる確かなものとなるよう期待するところであります。

北海道の平成３０年度一般会計予算案につきましては、前年度当初と比較し０.１％減

の総額２兆７,４９８億円であり、歳入における道税は５,９８６億円と１.２％減とな

り、昨年に引き続き、財政調整基金を取り崩すなどして、３年連続で赤字予算は回避した

ものの、道債（借入金）が６,５８４億円と歳入の２３.９％を占めるとともに、歳出にお

ける公債費（借入返済）も７,４６９億円と歳出の２７.２％を占め、依然として厳しい財

政状況が続いています。そのため、北海道の施策も昨年同様に厳しいものと予想されま

す。

当町におきましては、第５期陸別町総合計画及び過疎計画、総合戦略などの各種計画や

地方創生の観点から、地域が成長し、活力を取り戻すためのまちづくりや地域づくりと、

ふるさと陸別町の活力ある地域の創生に向け、取り組んでまいります。

本町を取り巻く環境は、国や道などの動きに大きく影響を受けており、今後も人口減少

による社会保障や経済活動、地域のコミュニティーなど幅広い分野への影響が懸念され、

人口減少の克服や高齢化を見据えた安全で安心なまちづくり、酪農業や林業などの基幹産

業はもとより、町内の産業全体の担い手の育成・確保や雇用対策、地域交通の維持と確保

など、取り組むべき課題が多くあります。

また、町の歳入の大部分を占める地方交付税のうち普通交付税は、平成２９年度当初予

算に比較して６.５９％の減額となり、今後の削減も予想され、厳しい財政運営を余儀な

くされていく中、町民の皆さんが安心して安全に暮らせるまちづくりを進めてまいりま
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す。

いま一度、町議会議員の皆さん、並びに町民の皆さん、職員ともども知恵と工夫を出し

合って大胆な発想の転換を図ってまいりますので、御理解と御協力を賜りますよう心より

お願い申し上げます。

平成３０年度の陸別町予算の総額につきましては、５９億１,５３１万円で、前年度当

初予算と比較しますと２.６８％、１億６,３０８万円の減額、一般会計では４４億３４８

万円で３.４２％、１億５,５７５万円の減額となる予算を計上いたしました。

一般会計の地方交付税につきましては、国の地方財政計画等の動向を見きわめながら、

前年度の予算と比較して６.０５％を減額した２０億４,７３０万円を計上いたしました。

臨時財政対策債につきましては、平成２９年度当初予算額と比較し、１２.４１％を減

額した９,４６０万円を計上いたしました。

また、今年度は、財政調整基金、いきいき産業支援基金や公共施設等維持管理基金など

に減債基金も加え、５億９,０８６万円を取り崩し、地方債は４億８,９００万円を借り入

れて、収支のバランスを図ったところであります。

なお、一般会計、特別会計の前年度当初予算との比較につきましては、次に記載のとお

りとなっております。

続きまして、新年度当初予算案に計上しました主な事業の概要について、項目ごとに御

説明申し上げます。

まず初めに、平成３０年度は大正８年に足寄外三村戸長役場からの分村以来、開町１０

０年の節目の年であります。

本町の発展に貢献されてきた方々に感謝と敬意をもって１００年の歩みを振り返るとと

もに、次世代につなげる年としたいと考えるところであります。

これまで、開町１００年記念事業審議会及び企画実施部において協議を重ねていただい

てきたところですが、９月２３日に記念式典を行うとともに、町主催による事業及び各団

体等による協賛事業を実施するために必要な費用を計上いたしました。

次に、防災行政無線（愛の鐘）整備事業についてでありますが、平成２８年度から５年

計画により順次設備の更新をするもので、今年度は屋外子局５基の更新を行います。

次に、町民の皆さんの町内における外出機会の拡大など、交通手段の充実を図るため

に、平成２８年１１月に運行を開始しましたコミュニティバスについてですが、町民の皆

さんの利用も定着しつつあります。現在の車両は平成３１年２月まで日産自動車株式会社

から無償貸与により利用しているところですが、期間終了後はこの車両を買い取り、引き

続き運行することといたします。

なお、今後も委託する事業者との連携を図り、安全を第一として運行してまいります。

次に、ふるさと納税促進事業についてですが、平成２９年度から開始し、全国の多くの

皆さんから御寄附をいただきました。今後も寄附者の善意にお応えするため、さらに地元

の産品などをお礼品として送付するシステムを整え、ふるさと納税の促進を図ってまいり
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ます。

次に、移住・定住対策についてでありますが、当町では、移住体験者の受け入れのため

の長期滞在型移住体験住宅３棟と、新たな移住者の受け入れのための定住促進住宅６戸及

び移住産業研修センター８戸を確保しており、当町へのさらなる移住につながるよう期待

するところです。

また、陸別町東京事務所につきましては、首都圏での移住定住促進の情報発信など、引

き続き行ってまいります。

地方創生に向けて、都市圏からの人材誘致などを目的として実施しております新農林業

人材発掘プログラム事業につきましては、今年度も継続して実施いたします。

昨年度から陸別町の定住人口の確保対策として、移住・定住する方の住宅取得、リ

フォームを奨励するため実施しました陸別町移住定住住宅建設等補助事業につきまして

は、継続して実施するための必要な経費を計上いたしました。

次に、地域経済の活性化と雇用の創出を図るための地域活性化推進事業についてであり

ますが、引き続き専門員を配置し、新事業の研究や地域ブランドの開発を進めてまいりま

す。

また、りくべつチャレンジ・プロジェクトでは、今年度もミネラルウォーター開発事業

として、５００ミリリットルの「陸別百恋水」２万２,８００本を委託製造し、引き続き

陸別町のＰＲと町内外での販売強化を図ってまいります。

薬用植物研究事業では、昨年、地元有志による陸別薬用植物研究会が発足いたしまし

た。今後は研究会とともに事業化に向けた調査研究に引き続き取り組んでまいります。

地域おこし協力隊員につきましては、商工観光推進員、新事業支援推進員、酪農支援推

進員、商工支援推進員、産業振興推進員を雇用し、当町の産業振興の活性化を図ってまい

ります。

次に、保健福祉関係について申し上げます。

当町の高齢化が進む中、高齢者が健康で明るく地域における生活を続けるために、高齢

者等交通費助成事業などを継続するとともに、介護予防・日常生活支援総合事業の実施

や、社会福祉協議会による透析患者の通院にかかわる移送サービス事業への支援、将来的

に独居の高齢者や障がい者の支えとなる成年後見支援事業などについて、引き続き推進し

てまいります。

また、陸別町産業担い手対策委員会の意見提言を受けまして、慢性的な人手不足となっ

ている町内の介護職員を確保するため、既存の医療技術職員養成修学資金を医療介護技術

職員養成修学資金に変更し、貸付対象者に介護福祉士を加えるとともに、介護職員の資格

を取得するための研修にかかわる費用を助成するために必要な予算を計上いたしました。

防犯灯の改修事業によるＬＥＤ化につきましては、今年度は元町、旭町地区の２３基に

ついて引き続き設置してまいります。

昨年１１月に新築し供用開始しました高齢者共同生活支援施設福寿荘につきましては、
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安全な施設の管理運営体制を確保するとともに、新たな管理体制によります運営経費を計

上いたしました。

また、特定非営利活動法人優愛館が運営するグループホームゆうの里の暖房設備更新費

用を補助するための必要な予算を計上いたしました

次に、子育て支援についてであります。

少子化や核家族化により、子どもを産み育てる環境は大きく変化しており、陸別の次代

を担う子ども一人一人の成長を地域社会全体で応援するとともに、子育て世帯の経済的負

担を軽減するための支援が必要となっています。

これまでに実施している出産子育て支援祝金制度や陸別保育所、子育て支援センターの

運営、陸別保育所の多子入所にかかわる保育料の軽減、給食費の助成、保育ママ利用助成

などの各種事業については従来どおり取り組み、保育サービスの充実を図っていく所存で

あります。

子ども医療費助成事業につきましても、安心して子育てができる環境を築いていくため

に、満１８歳までの入院・外来の自己負担分の無料化について、継続して実施していくた

めの予算を計上いたしました。

また、重度心身障害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業につきまして

も、これまで同様に継続してまいります。

障がい者福祉につきましては、障がいのある人たちが総合的かつ計画的に必要なサービ

スを利用しながら地域生活が続けられるよう、社会参加の機会を確保し、共生社会を実現

するための地域支援事業の充実を図ってまいります。

次に、公衆浴場についてであります。

平成１６年度に保健センターに併設されて以来、これまで町民を初めとして多くの皆さ

んに御利用いただいているところですが、新たに湯治気分を味わうことで、さらに快適に

御利用いただけますよう、天然鉱石浴用剤を購入する費用について予算を計上いたしまし

た。

保健事業では、町民の皆さんに明るく健康的な生活を送っていただくため、引き続き各

種検診の機会を確保し、受診率の向上を図り、疾病の早期発見、早期治療につながるよう

努め、あらゆる機会を利用して健康についての相談や指導について継続してまいります。

特定不妊治療助成事業につきましては、男性も対象として経済的負担の軽減を図るとと

もに、町外の医療機関を受診せざるを得ない妊婦の定期健診の費用の助成について、継続

して実施するために必要な予算を計上いたしました。

また、聴覚障がいの早期発見のため、新生児の聴覚スクリーニング検査にかかわる費用

の助成を行うための経費を計上いたしました。

昨年から平成３２年度までの４年計画で行う保健センターの施設や設備機器の更新や改

修につきましては、引き続き実施するために必要な経費を計上いたしました。

次に、一般廃棄物処理対策についてですが、現在、町内で収集した一般廃棄物のうち、
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中間処理として資源ごみの分別作業は、下勲祢別にありますストックヤード内のＤ型ハウ

スにおいて行っておりますが、平成３１年度から十勝の広域処理とすることから、一般廃

棄物のほとんどを帯広市にあります「くりりんセンター」へ搬入するため、その運搬距離

が現在の「銀河クリーンセンター」より大幅に長くなります。

この運搬コストの縮減を目的として、資源ごみの分別作業に加え、粗大ごみの解体、分

別、保管をするための施設として、Ｄ型ハウス１棟を新たに建設するために必要な経費を

計上いたしました。

次に、雇用対策でありますが、町内季節労働者、短期労働者の雇用の安定化を図るため

に実施している町単独の緊急雇用対策事業及び地元雇用促進事業についても、町内の事業

所等における雇用を促進させるために、引き続き必要な経費を計上いたしました。

また、当町の担い手委対策につきましては、今後とも陸別町産業担い手対策委員会から

の意見提言を受け、取り組んでいきたいと考えております。

次に、基幹産業である農林業についてであります。

酪農畜産業は、地域産業の核として重点的に取り組む必要があります。牛ウイルス性下

痢・粘膜病の検査により、持続感染牛の摘発、淘汰を行い、生産性、収益性の向上を図る

ため、陸別町酪農畜産クラスター協議会への支援を行います。

また、家畜伝染病の発生、蔓延防止のため、家畜防疫車両を更新するために必要な費用

を計上いたしました。

経営安定のための各種資金利子補給事業、新農業人育成事業などの農業施策について継

続して取り組んでまいります。

なお、昨年度から５年間延長した優良家畜導入支援事業につきましては、貸付額につい

て必要な経費を計上いたしました。

農業競争力強化基盤整備事業及び第２上陸別地区道営畑地帯総合整備事業（単独営農

用水）が引き続き実施されるため、応分の負担金について予算を計上いたしました。

また、道営事業につきましては、トマム地区のほか中斗満地区の農地整備事業（楽農橋

修繕）、中陸別地区農道整備特別対策事業も新たに実施するために必要な経費を計上いた

しました。

次に、農畜産物加工研修センター関係であります。

現在、ブランド開発により「りくべつ鹿ジャーキー」を初めとする鹿肉を使用した製品

や「りくべつ低温殺菌牛乳」、この牛乳を使った「りくべつミルクのおあずけプリン」な

どを販売しているところですが、引き続き地場産品の開発、販売を進めてまいります。

次に、林業関係であります。

町有林管理事業につきましては、国有林分収林、町有林を森林環境保全整備事業の補助

事業として整備を進めてまいります。さらに、森林整備は地域雇用に大きく寄与してお

り、町の単独施策であります民有林造林促進事業や、林業長期就労促進担い手対策事業、

退職金共済制度加入促進事業により、林業従事者の所得増を図り、雇用促進対策として町
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が負担する事業を継続してまいります。

また、カラマツヤツバキクイムシによる被害対策につきましては、町有林でも対策事業

を実施するほか、民有林造林促進事業に必要な経費を計上いたしました。

森林の保全対策としましては、平成３１年度までの３年計画の２年目となる弥生地区小

規模治山事業について、引き続き必要な経費を計上いたしました。

次に、商工業の活性化施策についてであります。

町内商工業者の健全な経営及び設備投資のための中小企業融資制度預託金、融資制度保

証料補給及び利子補給事業につきましては、経営の安定、商工業の振興を図るために継続

してまいります。

商工会が今年度も実施するプレミアム商品券発行事業につきましては、消費喚起と地域

経済の活性化のため、額面に２０％のプレミアムを付与することとして、引き続き必要な

経費を計上いたしました。

平成２１年度から日産自動車株式会社への支援策として実施しております日産自動車購

入助成事業につきましては、継続してまいります。

次に、観光関係であります。

全国規模で知られるようになった本町の資源である「しばれ」を生かした観光イベン

ト、しばれフェスティバルは、今回が３８回目となります。今後とも町民の皆さんの御理

解と御協力をいただき、さらなる発展をするものと確信しております。

また、観光協会が独自事業として取り組んでいる、ふるさと銀河線りくべつ鉄道まつり

につきましても、引き続き２日間の日程でのイベント開催が予定されております。

商工会が積極的に取り組んでいる旧ふるさと銀河線敷地内での列車等を活用した、ふる

さと銀河線りくべつ鉄道につきましては、商工会からの要望を踏まえまして、今年度は車

両（黄色メーテル号）のラッピング及び広場外周の木柵の整備などに必要な経費を計上い

たしました。

銀河の森天文台は、ことし７月に開館２０周年を迎えます。

スターライトフェスティバルや季節ごとの観望会など、館長と協議の上、各種イベント

を企画し、より多くの来館者が訪れ、親しまれる天文台にしてまいります。

また、名古屋大学を初めとする各研究機関と町における社会連携に関する情報交換、事

業協力及び交流活動を通して、地域振興の推進を図ってまいります。

消費者対策につきましては、月２回の消費生活相談窓口を開設し、相談業務を実施して

いるところです。今後も消費生活専門相談員との連携のもと、消費者の問題に対し迅速な

対応がとれるよう、相談窓口の充実を図ってまいります。

次に、道路網の整備についてであります。

高速道路は、避難、救助、物資輸送などで果たす役割は大きく、また、命をつなぐ道と

して、高規格幹線道路網の整備が必要不可欠であります。

十勝オホーツク自動車道の小利別－訓子府間につきましては、平成２９年度に開通し、
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多くの方が利用されております。

なお、当町からの救急車による北見市内の医療機関への搬送時間は大幅に短縮されたと

ころであります。

今後は、陸別－小利別間の早期完成と、陸別－足寄間の凍結解除に向け、引き続き強く

要望してまいります。

道道津別陸別線の危険箇所の線形改良等につきましては、これまで止若地区までの工事

が完了したところでありますが、引き続き下陸別、中陸別地区の着工と、本路線の早期完

成に向けて要請活動を行ってまいります。

町道整備についてであります。

町道殖産４号線、町道新町５号通り、町道若葉４号線２号通り、町道川向伏古丹連絡線

の道路改良工事などにかかわる経費を計上いたしました。

町道にかかる橋梁につきましては、弥生橋及び上陸別橋の補修事業を実施いたします。

また、共和橋、蹄橋の調査設計を行います。

街路灯の改修事業によるＬＥＤ化につきましては、今年度は東１条通りの街路灯１３基

について引き続き設置してまいります。

なお、省エネルギー化のため、引き続き公共施設のＬＥＤ照明への改修、導入もあわせ

て進めてまいります。

河川改修についてであります。

当町が管理する普通河川陸別川、小利別川などの護岸補修工事などに必要な経費を計上

いたしました。

住宅整備についてであります。

町営住宅整備事業につきましては、つつじヶ丘団地の住宅２棟５戸の電気温水器の更新

及び団地内の通路補修工事、共栄団地、第２新町団地の住宅１４棟４０戸の木部塗装等の

工事、共栄団地、元町団地９棟２８戸の外壁塗装工事、新町団地Ｐ棟の外構工事を実施い

たします。

消防関係につきましては、昭和６３年に購入いたしました消防団用消防ポンプ自動車

（陸別１号）につきまして老朽化に伴う車両を更新するとともに、消防庁舎内の機械設備

（ボイラー）の改修にかかわる必要な経費を計上いたしました。

また、平成３０年度は消防団が創立してから１００年を迎えるため、その記念式典の実

施に当たり必要な経費を計上いたしました。

災害対策としましては、昨年、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し北海道上空を通過した

際、当町は全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を受信してはおりましたが、防災行政無

線（愛の鐘）と連動していないため、緊急時の放送は行われませんでした。

現在、北朝鮮の脅威に対しては、陸別消防署のサイレンを吹鳴することにより、町民の

皆さんにお知らせする体制としています。

Ｊアラートは、昨年の北朝鮮のミサイル発射のほか、大地震などの大きな被害が予想さ
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れる災害の場合も瞬時に情報提供されることから、住民へのいち早い情報伝達と安心のた

めに、Ｊアラート用受信機の更新と自動起動装置の新設工事にかかわる必要な予算を計上

いたしました。

教育関係につきましては、教育委員会の意向に基づき、必要な経費を予算計上しており

ますが、昭和５３年に建設した教員住宅１棟２戸の建てかえに伴う解体及び建設、外構工

事にかかわる必要な経費を計上いたしました。

語学指導及び国際交流事業の充実を図る観点から、外国人の英語指導助手招へい事業に

つきましては、引き続き所要の経費を計上いたしました。

子育て支援の一環としまして、小学校、中学校の修学旅行につきましては、近年の旅行

経費の高騰及び児童生徒の減少による１人当たりの経費増加に伴う保護者の負担軽減を図

るため、修学旅行費用の一部を助成する経費を計上いたしました。

また、近年の少子化傾向により、当町の人口が今後も減少し、地域社会の担い手不足が

予測される社会状況を踏まえ、今後の当町の発展に資する優秀な人材の育成に寄与するた

め、陸別町奨学資金貸付金につきましては、貸付限度額及び償還を免除する制度の見直し

などを図りました。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

国民健康保険の運営につきましては、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体

となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担うとと

もに、制度の安定化が図られることとなり、所要の予算を計上いたしました。

次に、診療所の運営関係について申し上げます。

国民健康保険関寛斎診療所の運営につきましては、町内唯一の医療機関として、町民の

皆さんが安心して住み続けるための施設でありますので、今後とも関係職員と一層の努力

を重ね、収支改善とともに医療体制の確立維持に努めてまいります。

今年度につきましては、現行の総合健診システムの老朽化に加え、特定健診の項目の見

直しに対応するため新システムを導入するとともに、購入から１４年が経過し、ふぐあい

が生じているＸ線画像記録管理システムの購入に必要な経費を計上いたしました。

次に、簡易水道事業及び公共下水道事業関係について申し上げます。

簡易水道事業につきましては、町内全域の水道台帳作成に着手するとともに、トマム地

区及び町道新町５号通りの配水管布設替工事、平成３１年度まで継続して行う陸別浄水場

ほか機器更新事業、陸別浄水場ボイラー更新事業などに必要な経費を計上いたしました。

下水道事業につきましては、平成９年度から供用開始しております。水洗化率は９０.

３％になっております。

今年度につきましては、平成３１年度まで、施設のみを対象として作成された長寿命化

計画にかわるストックマネジメント計画の策定にかかわる経費を計上いたしました。

また、昨年に引き続き、浄化センターの長寿命化のための機器更新工事などに必要な経

費を計上いたしました。
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介護保険事業関係について申し上げます。

介護保険事業につきましては、介護保険法等の一部が改正され、高齢者の自立支援と要

介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続の可能性を確保

することに配慮し、必要とする方に必要なサービスを提供することとなりました。

今定例会で議会の議決をいただく第７期介護保険事業計画に基づき、サービス提供等に

かかわる必要な経費を計上いたしました。

後期高齢者医療につきましても、所要の予算を計上いたしました。

次に、地方自治体の最上位の計画であります総合計画についてですが、当町の第５期総

合計画は平成３１年度が最終年度となります。

したがいまして、平成３１年度が第６期の総合計画の策定年となりますので、将来的な

展望を検討するため、今年度は町民のニーズ調査等を行うための必要な経費を計上いたし

ました。

以上が、平成３０年度の町政執行に臨む所信と主な施策、予算であります。

国においては、雇用、所得環境は大きく改善しているとしていますが、いまだに地方に

までは十分波及しているとは言いがたく、先行きについては依然として楽観できる状態に

はありません。

したがいまして、産業、保健福祉、教育などの各分野において、町内の産業全体の担い

手の確保を図り、雇用の維持拡大を含めた積極的な施策に努めなければなりません。

人口減少や高齢化などから波及する課題も多く、今後難しい局面を迎えることも予想さ

れますが、誰もが住みやすい安心安全なまちづくりを行い、町民の皆さんと一緒になっ

て、「小さくても清らかで輝きのある町」を目指して努力していく所存であります。

議会並びに町民の皆さんの一層の御理解と御協力を心からお願い申し上げまして、平成

３０年度の町政執行方針といたします。

○議長（宮川 寛君） 次に、野下教育長。

○教育長（野下純一君）〔登壇〕 教育行政の執行につきましては、平素より町議会を初

め、町民皆様の深い御理解と御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

平成３０年度の教育行政の主要な方針を申し上げます。

変化の激しい社会を生きる子どもたちは、幼少期を過ごした「ふるさと」で学んだもの

が基礎となり、新しい時代に必要な生きる力の原点となっていくものであります。地域の

未来を担う人材を育成するという観点を明確にし、ふるさとの産業、文化を子どもたちに

理解してもらい、町への誇りと温かな心を育て、陸別町の未来を切り開く力を育むことが

大切であります。

今年度も町ぐるみで学び合う生涯学習の充実に努めてまいります。

生涯学習の推進であります。

生涯学習の推進につきましては、「学びあい・支えあい・郷土あい」をスローガンに掲

げ、みずからが学ぶとともに、その習得した知識や技能を生かし、主体的に地域課題の解
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決に取り組む活動につながる人材の育成に努めてまいります。

こうした活動の機会として、「ふるさと教育」を推進しております。

ふるさと教育は、地域の団体やサークル、企業や、さまざまな階層の方々の協力のも

と、多種多様な体験活動が行われており、子どもたちは体験を通じて社会性や規範意識を

身につけております。

「陸別の子は陸別で育てる」を主体に町ぐるみで育む活動につなげてまいります。

学校教育の推進であります。

学校教育につきましては、「社会で活きる実践的な力の育成」「豊かな心と健やかな体

の育成」「学びをつなぐ学校の実現」「学びを支える家庭・地域との連携・協働」を重点

とし、強い学校づくりに取り組んでまいります。

「社会で活きる実践的な力の育成」であります。

子どもたちがこれからの時代を生きていくための力とは何かを地域と共有し、連携、協

働しながら学校全体で教育の質を高めていく社会に開かれた教育課程の実現を目指してま

いります。

あわせて、学校評価の結果の分析及び公表を通して、保護者の思いや期待に応える授業

づくり、学校づくりを進めるとともに、学校経営の継続的な改善と教育活動の質の向上に

努め、地域に開かれた学校づくりを進めてまいります。

新学習指導要領が今年度から移行期間となります。主体的、対話的で深い学びの視点に

基づく授業改善をチーム学校として推進する検証サイクルの確立に努めてまいります。

平成３０年度全国学力・学習状況調査などを効果的に活用、分析し、子ども一人一人の

学習の状況や課題について、小中学校のつながりを学校全体で共有し、授業及び学校改善

に取り組むよう努めてまいります。

保護者に対しては、調査の結果を踏まえた課題と改善方策を配付し、現状の理解と改善

方策が反映されるよう努めてまいります。

地域の未来を担うグローバルな人材の育成についてでありますが、外国語によるコミュ

ニケーション能力を高める取り組みの推進として、英語指導助手を招聘し、中学生を初

め、小学校３年生から始まる外国語活動や５年生からの外国語科の授業に対応してまいり

ます。

また、英会話教室やラコーム市との交流のきずなをつないでいく役割も果たしており、

引き続き英語指導助手の招聘について所要の予算を計上いたしました。

特別支援教育及び発達支援につきましては、保護者及び関係機関との連携を図り、切れ

目のない一貫した指導や支援体制の充実とあわせ、専門員の派遣や特別支援補助員等の配

置を行い、支援に努めてまいります。

修学旅行につきましては、旅行経費の高騰及び少人数による１人当たりの経費増加に伴

う保護者負担の軽減を図ることを目的に、今年度新たに修学旅行費に対し一部助成するた

め、所要の予算を計上いたしました。
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奨学資金貸付条例につきましては、貸付限度額の見直し及び返還免除規定の拡充を図

り、安心して学業に専念できる環境づくりのため、改正案を提案しております。

次に、「豊かな心と健やかな体の育成」であります。

道徳教育では、今年度から小学校において教科として位置づけられ、来年度からは中学

校で導入されます。教科としての指導計画の改善や「考えを議論する道徳」への授業改善

を推進してまいります。

また、授業実践を中核に据えた校内研修を促進し、道徳と各教科との関連を図り、豊か

な心を育てるための指導の充実に努めてまいります。

いじめの問題につきましては、日常から「いじめは人間として絶対に許されない」とい

う学校の方針を明確に伝えるとともに、児童生徒がお互いにいけないことを感じ合える取

り組みが重要であります。教員一人一人が「いじめが起きているかもしれない」という意

識を持ち、学校が児童生徒を守るという信頼関係を築き、アンケート調査のみに頼ること

なく、日ごろの教育相談などを通じ、早期発見、早期対応を学校全体で取り組み、子ども

たちが発するサインを見逃さないきめ細やかな対応に努めてまいります。

あわせて、ＰＴＡ活動を通して保護者同士の交流を深め、いじめが起こらない環境を周

囲から築いていくことが重要であり、これまでの取り組みを支援してまいります。

健やかな体を育成するために、スポーツの楽しさと達成感を味わうことができる体育学

習の充実に努め、全国体力・運動能力等調査結果をもとに、体力、運動能力向上の取り組

みを継続してまいります。

また、外で遊ぶ機会が少ないことから、徒歩による登下校など、日常における体力づく

りの推進に努めてまいります。

フッ化物洗口につきましては、北海道歯科保健医療推進計画に基づき、小学校において

希望者に対し実施しており、今後も歯の健康増進に努めてまいります。

中学校の柔道の授業につきましては、技術及び精神面の達成度などを見きわめ、今年度

も安全に十分注意を払いながら進めてまいります。

インフルエンザに対する予防につきましては、町が実施する予防接種補助制度の周知徹

底を図り、集団感染の予防に努めてまいります。

また、薬物乱用防止教室を開催し、健康面に対する正しい知識の普及に努めてまいりま

す。

次に、「学びをつなぐ学校の実現」であります。

町がこれまで取り組んできました小中連携教育を発展させ、小中学校が目指す子どもの

姿を共有し、義務教育９年間の学びをつなぐ小中一貫教育を平成３１年度に開始するため

の準備を進めてまいります。

その推進体制として、学校教育推進協議会を解消し、新たに小中一貫教育推進委員会を

設立いたします。

あわせて、学校教育法に位置づけられた学校運営協議会（コミュニティ・スクール）に
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ついても、同じく平成３１年度の導入に向け、学校、保護者及び地域住民などと議論を進

めてまいります。

小学校と保育所の連携でありますが、小学校へ園児を招いての交流や小学校教員の保育

所参観などを実施しており、今年度も引き続き連携を深めてまいります。

学童保育所につきましては、平成２７年度から対象児童を小学校６年生まで拡大してお

り、今後も小学校や保育所と連携しながら内容の充実に努めてまいります。

学校の安全確保につきましては、子どもたちの安全を第一に、危機意識を持って日常の

点検を行うとともに、報告、連絡、相談がふだんから励行されているかを確認し、情報を

全体で共有するよう徹底してまいります。

地域と連携した安全確保につきましては、登下校時における児童生徒に対する日ごろの

指導を初め、通学路の再確認や交通安全教室を開催して指導の徹底を図っております。

また、小学校においては、校区支援ネットワークの取り組みに対し、市街地の全自治会

からの御理解をいただき、引き続き登下校時の街頭指導に御協力をいただいております。

子どもたちを地域の大人の目で見守り、各関係機関と情報の共有化を図りながら、安全

確保に努めてまいります。

教職員の服務規律の保持、徹底につきましては、機会あるごとに注意を喚起しながら、

飲酒運転や体罰の根絶など不祥事の未然防止について、指導の徹底に努めてまいります。

教師の資質向上につきましては、校長の経営方針に基づき、個々の授業力の向上を図る

とともに、尊敬される教師を目指し、日々研さん努力を積み重ねていくことが大切であり

ます。

また、校内における研修や小中一貫教育、ＩＣＴ活用などの研究活動の充実のほか、十

勝教育研修センター研修講座等への参加、教育局指導主事の指導を受けながら、資質向上

に向けて取り組んでまいります。

教職員の働き方改革の取り組みとして、夏季休業中におけるお盆時期に閉庁日を設け、

全員が休みやすい環境をつくってまいります。

次に、「学びを支える家庭・地域との連携・協働」であります。

家庭と連携して支える取り組みにつきましては、小学校では、家庭における学習の時間

の設定など、生活リズムチェックシートを活用し、学習の習慣化を重点に取り組むととも

に、読書活動として「家読リレー」の推進を図ってまいります。

中学校では、朝と放課後の個別指導により学力向上を図るとともに、家庭教育などの相

談の充実を図ってまいります。

土曜授業につきましては、平成２７年度から実施しておりますが、今年度も引き続き実

施してまいります。学校を核とした地域づくりの観点を取り入れ、子どもたちのふるさと

を思う心を育てる機会として、地域の支援体制の充実を図ってまいります。

今年度は、これまでの内容を検証し、学校、家庭、地域の三者が連携を深め、子どもた

ちを社会全体で育てるという土曜授業の理念のもと、より成果が見える取り組みになるよ
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う努めてまいります。

地域とともにある学校づくりにつきましては、しばれフェスティバルを初め、地域行事

に積極的に参加し、連携、協働の活動過程でコミュニケーション能力の向上や自己肯定感

の高まりが見られており、継続して推進してまいります。

また、学校だよりの地域回覧や地域参観日など情報公開に努め、学校行事などに地域の

方々が参加しやすいよう取り組んでまいります。

社会教育の推進であります。

社会教育の推進につきましては、「学びを活かす地域の実現」を重点とし、「ふるさと

教育」などの成果を生かせる環境づくりを推進し、地域の教育力向上を目指してまいりま

す。

公民館につきましては、子どもの体験活動、大人の学びの拠点施設としての機能充実の

ため、社会教育活動の展示など可視化を目指してまいります。

また、小中学校向けの推薦図書の購入を図り、学校図書室と共有を進め、子どもたちの

読書環境の整備に取り組んでまいります。

ふるさと体験講座につきましては、「わくわく体験」や「水中生物講座」「ラフティン

グ」など、「りくべつ学」として進めてまいります。

ヒップホップダンス教室は、町文化祭での発表する成果発表型の体験講座であり、継続

拡大に取り組みます。

生活体験講座につきましては、児童を対象に料理体験を中心に継続しておりますが、今

後、子どもたちに寄り添った幅広い社会教育サポーターの人材を確保し、家庭のニーズに

沿った参加しやすい内容に努めてまいります。

「とかち家族だんらんノーテレビデー」につきましては、家族団らんのよい機会となっ

ていることから、今後もアンケート調査を実施しながら継続してまいります。

中学生等海外研修派遣事業は中学校２年生を対象として９月に、冒険・体感ｉｎとう

きょう派遣事業は小学校６年生を対象として１月に実施する計画であります。体験を通し

て生きる力が身につき、成長に大きく寄与しているこの二つの事業は、陸別町ならではの

研修事業であり、今後も継続してまいります。

高齢者教育につきましては、「りくべつことぶき大学」を創設し、今年度、３年目とな

ります。現在４５名の方が登録されております。今年度も見学研修を主体に、外に出る機

会やみんなで学ぶ場をふやしていく予定です。参加者の意向を踏まえながら内容の充実を

図ってまいります。

文化の振興であります。

文化芸術分野につきましては、町文化協会の活動を中心に、町文化祭や町民文芸誌あか

えぞの発刊、ふるさと劇場の活動が継続して取り組まれております。

ことしは開町１００年に当たる年となっております。特にふるさと劇場は、今年度中の

１００回公演を計画しており、所要の予算を計上いたしました。
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次世代への継承が課題となっておりますが、町文化祭における児童によるよさこいや太

鼓、ヒップホップダンスの出演、ふるさと劇場における地元の音楽グループの参画など、

多世代交流や文化活動との協働による取り組みの広がりを支援してまいります。

文化財の保護と活用であります。

町の文化財につきましては、関寛斎を初め、国指定史跡ユクエピラチャシ跡や町指定文

化財、郷土資料など、地域資源の一翼を担っております。

関寛翁の顕彰活動につきましては、生誕の地、東金市を初め、関寛翁の功績を顕彰する

全国的な活動の広がりとともに、関寛斎資料館への来館にあわせ、旧関牧場施設周辺を訪

れる人もふえており、我が町の開拓の祖に対する関心が高まっております。引き続き、関

寛翁顕彰会の活動を支援してまいります。

スポーツの振興であります。

スポーツは、心身ともに健康な生活を営み、人と人との交流を促進し、地域の一体感や

活力を醸成する上で不可欠なものであり、あらゆる機会や場所においてスポーツを行うこ

とができるよう推進しなければなりません。

当町では、体育団体、各種サークル、自治会など、地域の連携と交流を促進する施策を

実行するとともに、スポーツ施設の適切な維持管理やスポーツを楽しむ機会の提供に努め

てまいります。

町民スポーツレク大会につきましては、第５１回を迎えます。町民の皆様の健康と体力

の増進と親睦が深まりますよう、８月に開催してまいります。

教育委員会主催の「スポーツの集い」を初め、各体育団体主催のソフトボール、パーク

ゴルフ、ミニバレーなどの各種大会につきましても幅広く町民が参加して楽しめるよう、

各協会と連携、協力に努めながら実施してまいります。

また、年齢に応じた体力づくりを推進するために、町民向けの体力テストを実施してま

いります。

今年度もスポーツ推進委員や体育連盟、スポーツ少年団、さらには保健福祉センターと

の連携を図りながら、町民全員が生涯を通じてスポーツや健康づくりに親しめるよう、そ

の環境を構築してまいります。

また、スポーツ振興基金の運用につきましては、全国、全道大会出場者及び各種指導者

講習会などの助成に充当しておりますが、実績に基づき所要の予算を計上しております。

給食・食育であります。

給食事業は、地域の産業振興に寄与し、家庭愛をつなぎ、そして、食の大切さを学ぶ食

育を推進するものであります。

衛生管理を徹底し、食物アレルギーへの子どもたちへの対応や安全で安心できる給食の

提供を行ってまいります。

また、成長に必要な栄養バランスがとれる多種多様な献立を作成し、地域の食材等を活

用しながら、おいしく楽しい給食を提供してまいります。
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子どもたちに対する食育としては、食育授業や食育用圃場を活用した収穫体験などを通

し、食に関する興味を深める取り組みを進めてまいります。子どもたちが郷土の恵みに対

して感謝の気持ちが育つよう推進してまいります。

保護者や地域に対する食育としては、主に給食だよりを通じて、給食及び食事について

の情報提供を行ってまいります。

また、地域の方に対して給食の試食会等を実施してまいります。

教育施設等環境整備であります。

平成３０年度における主な環境整備は次のとおりであります。それぞれ所要の予算を計

上いたしました。

教員住宅関係、教員住宅、新築１棟２戸、解体１棟２戸。

体育施設管理関係、わかばパークゴルフ場排水整備工事。

タウンホール維持管理関係、備品の更新、椅子１００脚、椅子用台車３台であります。

協働と未来についてであります。

「ふるさと教育」「キャリア教育」「りくべつ学」を通して、陸別町の豊かな自然環

境、歴史と文化、産業基盤を生かした「地域教育力」を育み、新しい社会をつくり出す子

どもたちの生きる力を町ぐるみで育てる陸別型の体験教育の醸成に努めてまいります。

これからも、学校、家庭、地域や各関係機関と連携を深め、教育行政を推進し、町民の

負託に応えるよう努めてまいりたいと思います。

町議会並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げまして、教育行政執行方針

といたします。

○議長（宮川 寛君） 以上で、平成３０年度町政執行方針並びに教育行政執行方針を終

わります。

この執行方針にかかわる一般質問の追加は、本日午後５時までに提出してください。

────────────────────────────────────

◎散会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

散会 午後 ３時１７分


